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西脇市総合計画・行動計画 

 

 

１ 策定の趣旨 

  本市では、市町合併後の平成19（2007）年度に、本市の最上位計画となる総合計画を策定

し、新市の経営基盤の構築・育成を進めてきました。平成30（2018）年度には、新たに「第

２次西脇市総合計画」を策定し、将来像「つながり はぐくみ 未来織りなす 彩り豊かなま

ち にしわき」を掲げ、将来にわたって持続可能な都市経営の実現を目指しています。 

  本計画は、西脇市自治基本条例第25条の規定に基づいて策定するもので、令和12（2030）

年度を目標年度とする総合計画・後期基本計画に掲げる政策・施策の推進を図るため、具体

的な事業内容や取組方針を体系的に取りまとめるものです。 

 

２ 行動計画の位置付け 

  本計画は、短期的な視点から計画期間における行政運営の方針を取りまとめたものであり、

予算編成や事務執行など本市の経営の指針となるものです。 

 

３ 行動計画の計画期間 

  令和７（2025）年度 ～ 令和９（2027）年度（３か年） 

  ただし、社会環境の変化や新たな行政課題の発生などに対応するため、毎年度見直しを行

います。 

 

４ 行動計画の対象事業 

  後期基本計画に掲げる政策・施策の実現に向け、その核となる主な事業や取組方針を対象

としています。このため、全ての事業を掲載したものではありません。 

  具体的には、本計画の期間内に実施を見込む重点事業、新規事業、拡充事業などを中心に

定めるとともに、施策・事業の選択と集中を推進する観点から、廃止・縮小の事業について

も対象としています。 

 

５ 行動計画の推進 

  本計画の推進による市民の生活実感や満足度を把握するため、「まちづくり市民アンケー

ト」を実施し、後期基本計画に掲げる「まちづくり指標」などの状況について継続的に調査

します。また、事務事業評価等を通じて、適宜見直しを行っていきます。 
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基本政策

推進方策

政策

施策

主な取組・事業

事務事業（人件費事業を含む）

６ 総合計画の構成と政策・施策・事務事業の体系 

  本市の総合計画は、「基本構想」「基本計画」「行動計画」の三階層で構成しています。

このうち、「基本構想（計画期間：令和元（2019）年度～令和12（2030）年度）」は平成31

（2019）年２月に、「後期基本計画（計画期間：令和７（2025）年度～令和12（2030）年

度）」は令和７（2025）年２月に策定しています。 

  「行動計画」は、基本計画に掲げる「目的」（＝施策）を実現するための「手段」を示し

たものとなります。 

  なお、本市における総合計画と政策・施策・事務事業の体系については、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 総合計画・行動計画の内容 

  行動計画の計画内容については、後期基本計画の政策体系に沿って、次頁以降のとおり取

りまとめています。 

 

 

  

手段 

目的 

目的 

手段 目的 

手段 

基本構想 

基本計画 

行動計画 
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政策１ 結婚・妊娠・出産の希望の実現を支援する

政策２ 子育てにやさしい環境をつくる

政策３ 地域とともに子どもを守る

政策４ 就学前教育と保育を充実する

政策５ 学校教育を充実する

政策６ 教育を支える環境を整える

第１章　未来を拓く次世代が育まれるまち
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＜第１章＞　未来を拓く次世代が育まれるまち

結婚・妊娠・出産の希望の実現を支援する

【総合戦略】

【総合戦略】

【総合戦略】

　施策１　結婚の希望の実現を支援します

　施策２　妊娠と出産を支援します

　施策３　家庭や命の大切さを伝えます

＜はぴいくサポートセンター＞

産後２週間、１か月など、出産後間も
ない時期に産婦健康診査を実施し、産
後うつの予防、新生児の虐待予防等を
図るとともに、切れ目ない支援を実施
します。

＜はぴいくサポートセンター＞

推進

産婦健康診査の実施 実施

家庭や命の大切さの啓発の
実施

妊婦の健康管理と経済的負担の軽減を
図るため、産科の初回受診や妊婦健診
の費用を助成します。また、県と連携
し、支援が必要な産後の母子に対して
心身のケアを実施します。

2024概　要

妊婦のための支援給付金の
給付

＜はぴいくサポートセンター＞

児童福祉と母子保健の両面から一体的
な相談支援体制を担うこども家庭セン
ターにおいて、全ての妊産婦、子ど
も、子育て世帯に対してきめ細かな支
援を行います。

妊娠・出産期の支援

＜はぴいくサポートセンター＞

不妊・不育に悩む方に対し、検査費用
や治療費用（不育症及び先進不妊治療
部分）の一部を助成することで、経済
的な負担感を軽減します。

不妊治療・不育症治療費用
等の助成

政策１

取組・事業名

＜健幸都市推進課＞

県制度拡充

＜まちづくり課＞

こども家庭センターによる
支援の推進

2024

実施
先進不妊治療費用
助成制度の創設

実施

結婚を契機に市内に住居をかまえる低
所得の新婚夫婦に対し、住居費や引越
費用等を助成し、新生活のスタートを
支援します。

実施
パーティー・セ
ミナーの開催

結婚新生活の支援

＜まちづくり課＞

2025

2026

20272026

市民ボランティアグループによる出会
いのパーティーの開催や、ひょうご出
会いサポートセンターと連携したマッ
チングの支援により、男女の出会いを
促進します。

男女の出会いの機会の創出

概　要

妊婦健診費用の助
成拡大・低所得者
の産後ケア利用料
の負担軽減導入

概　要

取組・事業名

2024 20272025

取組・事業名

出産・子育て期の経済的負担の軽減を
図るとともに、妊産婦・その配偶者等
を包括的な相談支援につなげるため、
妊婦のための支援給付金を給付しま
す。

2026 20272025

児童と乳幼児のふれあい体験、中学生
を対象とした命についての健康教育を
実施するとともに、中高校生等の若者
世代を対象に、ライフデザインやプレ
コンセプションケア、家庭を持つこと
の意義を考える講座などを開催しま
す。

ライフデザイン
講座等の実施

実施

＜はぴいくサポートセンター＞
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＜第１章＞　未来を拓く次世代が育まれるまち

子育てにやさしい環境をつくる

【総合戦略】

【総合戦略】

　施策１　子どもの健やかな成長を支援します

　施策２　支援が必要な子どもをサポートします

取組・事業名

概　要

こどもプラザ事業の実施

一元的な発達相談体制によ
る支援

療育支援の実施

児童福祉と母子保健の両面から一体的
な相談支援体制を担うこども家庭セン
ターにおいて、全ての妊産婦、子ど
も、子育て世帯に対してきめ細かな支
援を行います。

【再掲】

＜はぴいくサポートセンターほか＞

推進

１か月児健
診費用助成
の開始

推進

20252024 20272026

推進
子育てリレーシ
ンポジウムの開
催

こども家庭センターによる
支援の推進

こどもの笑顔をはぐくむ条
例の推進

＜はぴいくサポートセンターほか＞

概　要

子どもたちや子育て家庭への関わり方
について、市政運営の基本的な姿勢と
決意を示す「西脇市こどもの笑顔をは
ぐくむ条例」の周知啓発を行うととも
に、条例に基づく各種施策を推進しま
す。

2025 2026 2027

こども大綱等を踏まえて策定したこど
も計画に基づき、子ども・若者・子育
て支援施策を総合的に推進し、子ども
や若者の笑顔があふれ、権利が大切に
されるまちを目指します。

こども計画の推進

＜はぴいくサポートセンター＞

実施

実施
１か月児健診費用
の助成拡大
５歳児健診の実施

2024

＜はぴいくサポートセンター＞

策定

新生児・乳幼児家庭への訪問指導や１
か月児健診費用の助成を実施するとと
もに、３か月児、１歳６か月児、３歳
児、５歳児に対する健康診査を実施
し、疾病の早期発見や育児支援・健康
増進等の支援を行います。

乳幼児健康診査等の推進

＜はぴいくサポートセンター＞

取組・事業名

乳幼児健診等の個別対応の
実施

こどもプラザ等を拠点に、子育て中の
親子の見守り、子どもの成長のための
アドバイス等を行います。また、放課
後や学校休業日等の児童の学習や遊び
の支援を行います。

発達に課題を抱える子どもが、生涯を
見通した切れ目ない一貫した支援を受
けられるよう、発達相談窓口を一元化
し、支援体制の充実を図ります。

実施

実施

政策２

＜はぴいくサポートセンター＞

臨床心理士が認定こども園等を巡回
し、適切な療育支援に係る助言等を行
います。また、発達に課題を抱える子
どもの保護者に対して、ペアレントト
レーニング等を実施します。

＜はぴいくサポートセンター＞

実施

＜はぴいくサポートセンター＞

子育てに不安を抱える家庭やヤングケ
アラー等のいる家庭にホームヘルパー
が訪問し、家事の支援を行うことで、
養育環境の維持・改善を図ります。

子育て世帯への家事支援の
実施

＜はぴいくサポートセンター＞

乳幼児健診を集団で受診することが困
難な、特別な配慮が必要となる乳幼児
に対して、疾患や発達特性などに配慮
した個別対応を実施します。

実施
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【総合戦略】

【総合戦略】

＜はぴいくサポートセンターほか＞

＜はぴいくサポートセンター＞

はぴいくほっとステーショ
ンでの相談・支援 運営

はぴいくサポートセンターを中心とし
た切れ目ない寄り添い型の支援体制と
ともに、こどもプラザの子育てコンシ
ェルジュや臨床心理士、地域の関係機
関などと連携した地域分散型の支援体
制を並行して整備します。

切れ目ない子育て支援体制
の整備 推進

実施

生後５か月から１歳の児童を養育する
家庭を対象に、育児経験を有する配達
員が定期的に自宅まで育児用品を届け
て身近な相談者となることで、乳児養
育期の精神的、経済的な負担を軽減し
ます。

育児用品の宅配を通じた子
育て支援 開始

＜はぴいくサポートセンター＞

＜はぴいくサポートセンター＞

気軽に相談できる場所となる地域子育
て相談機関（はぴいくほっとステーシ
ョン）を認定こども園等と連携して設
置・運営し、子育て世帯との接点を増
やすことで、子育ての不安解消や各種
サービスへの接続などを図ります。

2025

妊産婦・子育て中の女性の
ための健康づくりの推進

設置

概　要取組・事業名

実施

実施

実施

　施策４　子育ての経済的な負担を軽減します

＜はぴいくサポートセンター＞

20272026

実施

202720262024

取組・事業名 概　要

国の幼児教育・保育無償化施策によ
り、認定こども園及び認可外保育施設
を利用する３～５歳児及び住民税非課
税世帯の０～２歳児の保育料につい
て、無償化を実施します。

西脇・多可シルバー人材センターに委
託し、病気や出産、仕事等の家庭の事
情により一時的に育児ができない保護
者に代わり、子どもの世話を行うこと
で、子育てと仕事の両立等の支援を行
います。

2024

保育料の軽減

　施策３　孤立しない子育て環境をつくります

西脇おやこ交流教室等の実
施

ファミリー・サポート・セ
ンター事業の実施

実施

未就学児とその保護者を対象に、子育
て力の向上と保護者同士のつながりづ
くりを進めます。また、地域で子育て
支援やボランティアとして活躍できる
保護者（人材）を育成します。

＜はぴいくサポートセンター＞

2025

所得制限の見直し、第３子以上への支
給額の増額など、児童手当及び児童扶
養手当の制度拡充の満年度化を図り、
子育て世帯の生活の安定等を図りま
す。

国や大学と連携したオンライン・対面
併用型運動教室を実施し、妊産婦や子
育て中の女性の健康増進と交流促進を
図ります。

＜はぴいくサポートセンター＞

制度拡充

＜幼保連携課＞

児童手当等の支給
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＜はぴいくサポートセンター＞

＜健幸都市推進課＞

【再掲】

生後５か月から１歳の児童を養育する
家庭を対象に、育児経験を有する配達
員が定期的に自宅まで育児用品を届け
て身近な相談者となることで、乳児養
育期の精神的、経済的な負担を軽減し
ます。

実施

実施

国の制度による多子世帯等の保育料軽
減の対象とならない全兄弟姉妹の第２
子以降及び低所得世帯の第１子の保育
料を軽減します。

＜幼保連携課＞

実施

妊娠・出産期の支援

＜保険医療課＞

認定こども園等の副食費の
無償化

【再掲】 妊婦の健康管理と経済的負担の軽減を
図るため、産科の初回受診や妊婦健診
の費用を助成します。また、支援が必
要な産後の母子に対して心身のケアを
実施します。

乳幼児法定外予防接種への
助成

多子世帯保育料の軽減

子育て家庭の経済的負担を軽減し、子
育てしやすい環境をつくるため、高校
３年生までを対象に入院・通院医療費
の自己負担額を全額助成する乳幼児等
・こども医療費助成事業を実施しま
す。

乳幼児を対象に法定外予防接種の助成
券を交付し、感染症予防の推進と経済
的な負担の軽減を図ります。

乳幼児等・こども医療費の
助成

＜はぴいくサポートセンター＞

妊婦健診費用の助
成拡大・低所得者
の産後ケア利用料
の負担軽減導入

認定こども園及び認可外保育施設を利
用する３～５歳児の給食の副食費を無
償化し、子育て世代の経済的負担を軽
減します。

＜幼保連携課＞

実施

実施

【再掲】

＜はぴいくサポートセンター＞

開始 実施
育児用品の宅配を通じた子
育て支援

出産・子育て期の経済的負担の軽減を
図るとともに、妊産婦・その配偶者等
を包括的な相談支援につなげるため、
妊婦のための支援給付金を給付しま
す。

妊婦のための支援給付金の
給付

取組・事業名 概　要 2024 2025 2026 2027
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＜第１章＞　未来を拓く次世代が育まれるまち

地域とともに子どもを守る

【総合戦略】

【総合戦略】

実施

いじめ問題等に適切に対応するため、
学校適応感尺度調査を実施するととも
に、青少年センター、学校に臨床心理
士等を配置します。また、１人１台端
末使用による問題等に係る研修、啓発
やネットパトロールを行います。

学校・学級への通学が難しい児童生徒
を対象に心のケアや社会的スキルの習
得を指導・支援するため、はればれ教
室の運営や学校内の安心できる居場所
となるサポートルームの拡充を進めま
す。

　施策１　虐待を未然に防止します

　施策２　いじめ・不登校対策を進めます

　施策３　子どもの貧困対策を進めます

2026 2027

＜教育総務課＞

兵庫県加東こども家庭センターや兵庫
県警察との連携を強化し、児童虐待事
案について、より迅速かつ的確な対応
を進めます。

取組・事業名 概　要 2024

実施

実施

20262025

＜はぴいくサポートセンター＞

2026

2027

＜学校教育課＞

デジタル
クーポン
の導入

経済的な不安を抱える家庭の児童・生
徒に対し、塾や習い事などに通う費用
を助成することで、学校外での子ども
たちのチャレンジを応援します。

取組・事業名

実施

概　要 2024

実施塾や習い事の費用の助成

2025

＜はぴいくサポートセンター＞

ＳＣ配置
拡充

いじめ問題対策の推進

不登校児童・生徒等の居場
所の確保

実施
不登校児童生徒支
援員の配置拡充

＜学校教育課＞

2025

乳幼児期からの各種健診や訪問指導を
実施するとともに、家庭児童相談員に
よる相談、ホームヘルパーの訪問など
により、子育ての不安や負担を軽減
し、虐待の未然防止を図ります。

実施

2024

政策３

経済的理由により就学が困難な児童生
徒の保護者に対し、教育費用を援助す
ることにより、児童生徒が安心して教
育を受ける機会を確保します。

兵庫県加東こども家庭セン
ター等との連携推進

子育て世帯への家事支援の
実施

子育てに不安を抱える家庭やヤングケ
アラー等のいる家庭にホームヘルパー
が訪問し、家事の支援を行うことで、
養育環境の維持・改善を図ります。

取組・事業名

＜はぴいくサポートセンター＞

就学援助の実施

2027概　要

虐待防止の推進

＜はぴいくサポートセンター＞

【再掲】
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【総合戦略】

【総合戦略】

　施策４　犯罪や事故から守ります

取組・事業名

取組・事業名

子どもの安全・安心の確保

＜学校教育課・防災安全課＞

西脇こども会議の開催

地域で子どもの見守り活動に取り組む
西脇ハーティネス・メンバーズ運動の
推進や、青色防犯パトロールカーによ
る巡回、インターネット見守り活動な
どにより、子どもの安全・安心の確保
を進めます。

概　要

2024

子どもたちの考えや意見を表明する機
会として西脇こども会議を開催し、施
策への反映に努めるとともに、子ども
たちの主体的な社会参加を促進しま
す。

　施策５　子どもの権利・意見を大切にします

2025 2026概　要

2024 2025 2026 2027

＜はぴいくサポートセンターほか＞

実施

実施

2027
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＜第１章＞　未来を拓く次世代が育まれるまち

就学前教育と保育を充実する

【総合戦略】

【総合戦略】

【総合戦略】

2024

実施
調理員の配置支援

　施策２　就学前教育・保育施設の運営を支援します

2024 2025

就学前教育・保育カリキュ
ラムの推進

＜幼保連携課＞

こども誰でも通
園制度の開始

2026 2027

延長保育等の実
施

取組・事業名

就学前教育・保育の質の向上推進委員
会と連携し、認定こども園における就
学前教育・保育カリキュラムの理解と
実践の検証と指導・助言を行います。

体制整備・受入
れ

認定こども園や特定認可外保育施設へ
の運営助成を通じて、延長保育や一時
預かりなど子育てニーズに応じた保育
を実施します。

2026 2027

保護者の就労などにより、放課後に家
庭で保育が受けられない児童を対象
に、放課後児童クラブで保育を行いま
す。

実施放課後児童クラブの実施

＜幼保連携課＞

　施策１　就学前教育・保育の質を高めます

認定こどもに対して、医療的ケア児の
受入れ体制の整備を支援し、医療的ケ
ア児及びその保護者の地域生活支援の
充実を図ります。

2024 20272025概　要取組・事業名

就学前教育・保育体制の充
実

＜幼保連携課＞

2026

保育の実施・充実

保育教諭等の人材確保の支
援

幼児教育センターが中心となった研修
等により、保育教諭等の資質向上と就
学前教育・保育の充実を図ります。

質の向上推進委員
会の運営
委員による視察訪
問

医療的ケア児の受入れ体制
の整備

＜幼保連携課＞

受入に向
けた調整

保育教諭の負担軽減に向けたサポート
を行う保育支援者や体調不良園児への
緊急対応等を担う看護師等、アレルギ
ー対応等を行う調理員等の配置を支援
します。

概　要

実施

＜学校教育課＞

取組・事業名

見守りカメ
ラの設置

実施

　施策３　放課後の居場所をつくります

2025

＜幼保連携課＞

概　要

政策４

健康面や発達面において特別な支援が
必要な子どもを受け入れる認定こども
園に対して、保育教諭等の配置に必要
な経費の一部を助成します。

認定こども園特別支援教育
の実施

＜幼保連携課＞
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＜第１章＞　未来を拓く次世代が育まれるまち

学校教育を充実する

【総合戦略】

【総合戦略】

子どもの読書活動の推進

端末の更新
ネットワーク環境
の充実

＜学校教育課＞

学校におけるＩＣＴ環境の
整備

＜人権教育課＞

推進

政策５

＜学校教育課＞

2024

西脇市教育スーパーアンバサダー、ス
ーパーティーチャーによる助言・支援
や学校教育活動支援員の配置、教職員
研修等の実施により、指導力の向上と
基礎学力の定着を図ります。また、読
解力調査の実施・活用により、個に応
じた学習・指導を推進します。

　施策１　確かな学力を育みます

2025

学校園連携の推進

＜学校教育課＞

取組・事業名

英語教育の推進

リーディン
グＤＸスク
ール事業の
推進

ＧＩＧＡスクール構想を踏まえ、１人
１台端末やデジタル教材等の活用によ
り、児童生徒の情報活用能力の向上を
図るとともに、個別最適な学びと協働
的な学びを推進します。

ＩＣＴを活用した教育の推
進

にしわき学力向上事業の推
進

１人１台端末の更新や小学校への実物
投影機の配備を進めるとともに、通信
速度の改善に向け、ネットワーク環境
の整備を進めます。

＜学校教育課＞

スーパーティー
チャーの配置、
読解力調査等の
実施

　施策２　豊かな心と健やかな体を育みます

2026

道徳教育、人権教育を充実させること
により、児童生徒が互いに尊重し合
い、誰もがいきいきと生活できる学校
づくりを進めます。

子どもの読書活動推進計画に基づいて
読書習慣の定着を目指すとともに、ブ
ックスタート事業や朝読、家読の推
進、学校園と連携した図書の団体貸出
等の推進などの読書活動の支援を行い
ます。

教職員研修の実施
英検受験料の助成

計画改定

20262024

道徳教育、人権教育の推進

「生きる力」を育む学習活
動の推進

概　要

自然学校や芸術文化体験など、「知・
徳・体」の調和のとれた発達を目指す
体験的な学習を実施することで、社会
の変化に適応し、主体的な判断・行動
ができる「生きる力」を養成します。

＜図書館・学校教育課＞

学校園間の相互訪問や合同研修会の実
施により、幼児・児童・生徒間や教職
員間の交流を促進し、学びの連続性や
指導の一貫性を確保します。

＜学校教育課＞

ＡＬＴ、ＩＣＴを有効に活用した言語
活動を推進するとともに、英語コミュ
ニケーション能力調査や英検受験料の
助成などの実施により、英語学習の意
欲の向上を図ります。

取組・事業名

2027概　要

2025

デジタル教科書・
ＡＩドリルの活用

園小接続カリキ
ュラムの推進

実施

推進
万博会場での体
験学習の実施

2027

＜学校教育課・幼保連携課＞
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【総合戦略】　施策３　教職員の資質向上・働き方改革を進めます

2027取組・事業名 2024 2025 2026

2025

概　要

郷土への愛着、関心等の醸
成

取組・事業名

実施

＜学校教育課・図書館＞

実施

教育研究等の推進

＜生涯学習課・学校教育課＞

検討・基本
方針の策定

概　要

研修・教育研究
の実施

202720262024

＜学校教育課＞

教職員の専門性や教育技術の向上を図
る研修等の実施や、教育の今日的課題
に対応するための先導的な研究を推進
します。

教職員等の業務改善の推進 校務支援シ
ステムの更
新

校務支援システムの活用や地域人材等
を活用した部活動の指導者の配置など
により、教職員の業務環境の改善を図
ります。

＜学校教育課＞

小学校社会科副読本「わたしたちのま
ち西脇市」や本市の地域資源を題材と
した郷土カルタの活用などにより、郷
土への愛着や誇り、地域への関心を深
めます。

休日の実証事業
の実施

子どもたちが将来にわたってスポーツ
や文化芸術活動に親しむことができる
環境を確保するため、市基本方針に基
づいて学校部活動の地域展開を推進し
ます。

学校部活動の地域展開の推
進
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＜第１章＞　未来を拓く次世代が育まれるまち

教育を支える環境を整える

【総合戦略】

【総合戦略】

【総合戦略】

【総合戦略】

　施策３　安全・安心でおいしい学校給食を提供します

　施策１　学習環境規模の適正化を進めます

本市における教育の基本的な方向性・
施策を定める教育大綱及び教育振興基
本計画に基づき、予測困難な時代を生
き抜き、未来を切り拓ける人材の育成
を進めます。

教育振興基本計画等の推進 推進

2027

　施策２　安全・安心で質の高い教育環境を整備します

＜教育総務課ほか＞

20262024 2027概　要取組・事業名

政策６

2025

計画改定

2026取組・事業名

統合新中学校の改
修工事
統合新小学校の基
本計画・設計

2025 2026取組・事業名 概　要 2024

学校学習環境規模の適正化
の推進

＜教育総務課＞

子どもたちにとってより良い学習環境
を目指す学校学習環境規模適正化推進
計画に基づき、開校準備委員会の開催
など、統合新小中学校の開校に向けた
取組を推進し、学習環境規模の適正化
を図ります。

2027

長寿命化計画の改
定・推進
空調機器の設置・
設計

2025

2025

学校給食センターの運営 運営
副食費の助成

2024取組・事業名

＜教育総務課＞

概　要

安全で栄養バランスのとれた学校給食
の提供と、地域の特色を生かしたメニ
ューの考案を進めます。

副食費の
助成

　施策４　家庭や地域と連携します

＜学校教育課・生涯学習課＞

オープンスクールの実施など、地域に
開かれた学校運営を推進するととも
に、学校と地域住民等が連携して学校
運営に取り組むコミュニティ・スクー
ルの設置に向けた研究・啓発活動を進
めます。

ＰＴＣＡ活動等支
援の実施
コミュニティ・ス
クールの設置研究

推進
開校準備委員会の
開催

2026 2027

概　要

学校外体育施設の活用推進 試行実施

市立小中学校教育施設長寿命化計画に
基づいて、学校施設の改修・長寿命化
に取り組むとともに、中学校屋内運動
場等の熱中症・暑さ対策を進めます。

学校施設の長寿命化・環境
改善の推進

＜教育総務課＞

令和９年度に統合新中学校となる現西
脇東中学校の学校施設の整備を行うと
ともに、令和12年度に統合新小学校と
なる現重春小学校の改築等に向けた取
組を進めます。

統合新小学校・統合新中学
校の整備

学校プール設備の管理コストの低減や
教職員の負担軽減を図るとともに、よ
り質の高い技術的な指導を行うため、
天神池スポーツセンターの温水プール
を活用した水泳授業を試行的に実施し
ます。

統合新中学校開校
統合新小学校の実
施設計

＜教育総務課＞

2024

統合新中学校改修
工事の設計
重春小学校耐力度
調査の実施

＜学校教育課＞

学校における地域・家庭教
育力の向上への取組
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【総合戦略】

C417

C418

C419

経済的理由により就学が困難な児童生
徒の保護者に対し、教育費用を援助す
ることにより、児童生徒が安心して教
育を受ける機会を確保します。

就学援助の実施

2024

＜生涯学習課・学校教育課＞

地域学校協働本部事業の実
施

2025

実施
地域コーディネー
ターの配置

＜学校教育課＞

実施

2026

休日の実証事業
の実施

実施

　施策５　適切な教育機会を確保します

2027取組・事業名

実施
日本語指導が必要な児童生
徒等の支援

＜教育総務課＞

外国にルーツをもつ日本語指導が必要
な児童生徒等に対して、安心して学校
園で生活を送ることができるよう、子
ども多文化共生サポーター・多文化共
生キッズサポーター・日本語指導員を
派遣します。

概　要

身体介助や情緒面でのサポートが必要
な児童生徒及びその在籍学級を支援す
るため、特別支援教育支援員を配置
し、児童生徒や保護者等のニーズを理
解した適切な支援の充実を図ります。

学校への特別支援教育支援
員の配置

＜人権教育課＞

＜生涯学習課＞

学校支援ボランティアの登録、学校と
のマッチングなどを行い、地域全体で
子どもたちの成長を支える地域学校協
働本部事業を推進します。

取組・事業名 概　要

【再掲】 子どもたちが将来にわたってスポーツ
や文化芸術活動に親しむことができる
環境を確保するため、市基本方針に基
づいて学校部活動の地域展開を推進し
ます。

学校部活動の地域展開の推
進 検討・基本

方針の策定

【再掲】

2024 2025 2026 2027
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政策１ 地域福祉を充実する

政策２ 地域医療を守る

政策３ 市立西脇病院の機能を強化する

政策４ 高齢者福祉を充実する

政策５ 障害者福祉を充実する

政策６ 社会保障制度を適正に運営する

政策７ 社会的な自立を支援する

政策８ 環境にやさしい市民生活を進める

政策９ 地域の防災力を高める

政策10 犯罪・事故に遭わない地域をつくる

第２章　つながりによる安心と

　　　　　うるおいが実感できるまち
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＜第２章＞　つながりによる安心とうるおいが実感できるまち

地域福祉を充実する

【総合戦略】　施策１　地域福祉を支える人材を育成・確保します

　施策２　市民主体の地域福祉活動を支援します

　施策３　地域の安心ネットワークをつくります

民間事業者や関係団体と協力し、日常
の業務や活動の中で支援を必要とする
高齢者や障害のある人、子どもの見守
り体制を充実します。

実施

実施

見守りが必要な高齢者のみの世帯等を
対象に、市からのお知らせ等の定期配
達を宅配事業者に委託し、配達物を対
面手渡しすることで、要援護者の安否
確認と必要な支援へつなげます。

＜長寿福祉課＞

＜長寿福祉課・社会福祉課ほか＞

あんしんはーとねっとによ
る見守り体制の構築

移行準備

＜社会福祉課＞

地域の福祉活動の支援
（社会福祉協議会補助事業）

実施

2025

＜社会福祉課＞

複合的で複雑な課題を抱える方やその
家族を支援するため、関係機関とのネ
ットワークを強化し、包括的な相談支
援や社会参加への支援、包摂的な地域
づくりなどを一体的に実施する重層的
な支援体制を整備します。

重層的な支援体制の整備

＜社会福祉課・長寿福祉課ほか＞

2024

高齢者見守りサポートの実
施

重層的支援体制へ
の移行
実施計画の策定

概　要

市内の社会福祉法人等を対象に、若手
職員に対する奨学金の返済を支援する
事業者の取組を支援することで、人材
の確保と定着を図ります。

社会福祉法人等の人材確保
の支援

実施
一斉改選

民生委員児童委員活動の推
進

2026

2027概　要 2026

2026

2027

2027

概　要

2025

＜社会福祉課＞

西脇市民生委員児童委員連合会へ補助
金を交付することで、研修会等を通じ
た民生委員児童委員の資質向上を進め
るとともに、委員活動の円滑な実施を
推進します。

ひとり暮らし高齢者会食サービスや福
祉サービスを必要とする人への援助、
ボランティア活動の推進支援など、地
域福祉活動の担い手である社会福祉協
議会が実施する事業への助成を行いま
す。

2024

政策１

取組・事業名

取組・事業名

取組・事業名

＜社会福祉課ほか＞

実施

地域福祉の向上を目指す第三次地域福
祉計画を推進するとともに、当該計画
の検証、現状把握等を行い、令和８年
度からを始期とする次期地域福祉計画
を策定します。

地域福祉計画の推進・改定 アンケート
調査の実施

推進
計画改定

2025

2024

拡充

実施

生活支援コーディネーターを配置する
ことで、地域における日常生活上の支
援体制を充実するとともに、サポータ
ーの養成を通じて高齢者の生活支援と
介護予防を推進します。

生活支援体制の整備

＜長寿福祉課＞
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＜第２章＞　つながりによる安心とうるおいが実感できるまち

地域医療を守る

【総合戦略】

【総合戦略】

＜健幸都市推進課＞

2025

救急電話相談の実施 開始

医療従事者の育成支援

　施策１　地域の医療体制を守ります

　施策２　地域の医療従事者を育成・確保します

組合への職員派
遣
実習受入支援

＜保険医療課・健幸都市推進課＞

ＡＥＤの使用方法などを含む救命知識
と技術の普及を図るとともに、地区防
災訓練の一環としてＡＥＤ設置に係る
県助成制度の普及・申請支援を行いま
す。

＜健幸都市推進課＞

取組・事業名 概　要

2025

実施

2027

＜健幸都市推進課＞

2026

実施

＜健幸都市推進課・防災安全課＞

救命技術等の向上

効果的な病診連携を進めるため、かか
りつけ医の普及・定着を図ります。ま
た、後発医薬品利用差額通知の実施等
により、医療の適正受診を促進しま
す。

取組・事業名

医療資源の効果的な活用の
推進

＜健幸都市推進課・病院総務課＞

2024

地域医療を守る活動の支援

概　要

政策２

2027

西脇多可休日急患センター
の運営支援

実施
私的二次救急医療機関への
支援

2026

2026

　施策３　救急医療の体制を充実します

地域医療を担う看護師を養成する播磨
看護専門学校を近隣市町と連携して運
営するとともに、看護実習の受入れ等
を支援します。

＜防災安全課＞

概　要

医師会等による地域医療市民フォーラ
ムや医療講演会の実施、市民が主体と
なった医療の適正受診に向けた啓発や
学習会の開催などを支援します。

実施

実施

医師会の医師が休日に軽症の救急患者
を診療する休日急患センターについ
て、西脇多可行政事務組合への負担金
の拠出を通じて運営を支援します。

取組・事業名 20252024 2027

実施

西脇市、加西市、加東市、多可町で組
織する北はりま消防組合に負担金を拠
出し、常備消防・救急救助体制の充実
・強化を図ります。

2024

看護師等の相談員が救急電話相談に対
応し、救急要請の要否や受診可能な医
療機関を案内する救急安心センター事
業（＃７１１９）に参画し、不急の救
急出動の抑制を図ります。

私的二次救急医療機関に対し、救急患
者受入数に応じた助成を行うことによ
り、地域の救急医療体制の確保・充実
を図ります。

北はりま消防組合の機能強
化

＜健幸都市推進課＞
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＜第２章＞　つながりによる安心とうるおいが実感できるまち

市立西脇病院の機能を強化する

【総合戦略】

【総合戦略】

2027

＜医事課ほか＞

推進
見直し

病病連携の強化
医師の相互派遣の
推進
地域連携クリティ
カルパスの実施

　施策２　診療体制を充実します

取組・事業名 2024

取組・事業名

＜医療連携課＞

＜病院総務課・医療連携課＞

北播磨北部の拠点病院としての機能を
維持し、地域医療に貢献するため、経
営基本計画（経営強化プラン）に定め
る経営健全化に向けた取組を進めま
す。

取組・事業名

勤務医師・看護師等の確保

新型コロナウイルス感染症患者の受入
れを進めるとともに、感染防止対策を
徹底することで、一般患者を含めた医
療体制を確保します。

医師や看護師、医療技術スタッフ、事
務職員が連携し、災害医療救急体制の
確保を図ります。また、時間外での救
急搬送患者の受入れがより円滑に行わ
れるよう、職員配置体制を検討しま
す。

概　要

　施策１　病院事業の経営基盤を強化します

2024

取組・事業名

政策３

医師が不足する診療科について近隣の
公立・公的病院間との相互連携や支援
を推進します。また、地域連携クリテ
ィカルパスを活用し、病院間の機能分
担を推進します。

医療サービスの充実と安定した経営に
向け、医師等に選ばれる病院として、
働き方改革により勤務環境の整備を進
めるとともに、研修プログラムの充実
を図るなど医師確保に向けたＰＲを行
います。

　施策５　災害時・救急時の医療体制を確保します

地域医療支援病院として、かかりつけ
医との患者の相互紹介を推進するとと
もに、入院患者への共同指導や医療に
関する研修を実施します。

実施

＜経営管理課（病院）・医事課＞

災害医療救急体制の確保、
救急搬送患者の受入推進

2026

実施

2025

概　要

　施策３　西脇病院の医療従事者を確保・育成します

病診連携の強化

2024

実施
紹介・逆紹介
の推進

2026

＜病院総務課・医事課＞

＜病院総務課＞

概　要

2026

新型コロナウイルス感染症
患者ほか、一般患者を含め
た医療体制の確保

2027

20272026

2025

医療従事者の確
保・技術力の向上
泌尿器科での常勤
医の確保

改定

20272025

推進

＜経営管理課（病院）ほか＞

2026

概　要 2025

糖尿病内
科、老年内
科の新設

市立西脇病院の安定した経
営基盤の確立

市立西脇病院の診療機能の
強化

取組・事業名

北播磨北部の拠点病院として、がん治
療の医療体制、脳卒中治療の病病連携
体制、幅広い糖尿病治療体制の構築を
進めるとともに、多職種の連携による
チーム医療を推進します。

2024

2024

概　要

2025

　施策４　病病連携・病診連携を推進します

2027
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＜第２章＞　つながりによる安心とうるおいが実感できるまち

高齢者福祉を充実する

【総合戦略】

取組・事業名

＜長寿福祉課＞

要介護認定者や障害のある
人の移動支援

取組・事業名

要介護認定者や重度障害のある方等に
タクシー利用券を交付し、外出や移動
等の自立生活支援、社会参加の促進を
図ります。

＜長寿福祉課＞

　施策２　介護サービスの利用基盤を整えます

＜長寿福祉課＞

概　要

介護分野の資格取得の支援

　施策３　地域包括ケアシステムを推進します

2024

推進在宅医療・介護連携の推進

医療と介護の両方を必要とする高齢者
等に在宅医療と介護サービスを切れ目
なく提供できるよう、医療機関と介護
サービス事業所等との連携を推進しま
す。

実施

多職種が協働して個別事例の支援内容
を検討することで、高齢者の課題解決
を支援するとともに、介護支援専門員
の自立支援に資するケアマネジメント
の実践力向上を促進します。

＜健幸都市推進課＞

若年者の在宅ターミナルケ
アの支援

取組・事業名

政策４

高齢者安心プランの推進

2025

高齢者安心プラン（高齢者福祉計画及
び介護保険事業計画）に基づき、高齢
者が、住みたい地域でともに支え合い
ながら、自立して、自分らしく安心し
て暮らせるまちづくりを推進します。

概　要

実施

20262024

要介護高齢者等に必要な介護サービス
を提供できるよう、第９期介護保険事
業計画に基づき介護サービス事業所等
の整備を検討・推進します。

タクシー利
用券有効期
限の見直し

　施策１　高齢者の生活を支援します

【再掲】

＜長寿福祉課・社会福祉課＞

2024

2027

生活支援コーディネーターを配置する
ことで、地域における日常生活上の支
援体制を充実するとともに、サポータ
ーの養成を通じて高齢者の生活支援と
介護予防を推進します。

生活支援体制の整備

概　要

地域ケア会議の推進

2025

介護施設等における人材確保と定着を
図るため、介護職員初任者研修や介護
支援専門員研修等の受講に係る費用の
一部を助成します。

介護サービス事業所等の整
備

40歳未満の末期がん患者に対し、在宅
介護サービス利用料の一部を助成し、
住み慣れた生活の場で安心して過ごせ
るよう支援します。

施設・居住系
サービスの誘導

2027

推進
介護予防・日常生
活圏域ニーズ調査
の実施

改定

実施

2027

＜長寿福祉課＞

実施

＜長寿福祉課＞

2025

2026

2026

実施

＜長寿福祉課＞
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【総合戦略】

補聴器購入費用の助成

実施

実施

2026 2027

　施策４　認知症の人やその家族を支援します

＜長寿福祉課＞

認知症の予防啓発、早期発
見等の推進

＜長寿福祉課＞

認知症予防の啓発及び認知症の早期発
見・早期対応を図るため、物忘れチェ
ックの実施や認知症予防に関する取組
を行います。

認知症への理解を深めるた
めの啓発推進 実施

取組・事業名

認知症に関する知識の普及・啓発や相
談体制の充実を図り、認知症の人とそ
の家族を支援する地域づくりを推進し
ます。

2024概　要 2025

助成制度
の創設

聴力が低下した高齢者を対象に、補聴
器購入費用の一部を助成し、早期から
の補聴器の装用を促進することで、コ
ミュニケーションの確保、認知機能の
低下抑制などを図ります。

＜長寿福祉課＞
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＜第２章＞　つながりによる安心とうるおいが実感できるまち

障害者福祉を充実する

【総合戦略】

【総合戦略】　施策２　障害のある人の社会参加を支援します

　施策３　障害への理解を広げます

概　要

　施策１　障害のある人の生活を支援します

【再掲】

＜長寿福祉課・社会福祉課＞

要介護認定者や障害のある
人の移動支援

障害者相談支援の推進

取組・事業名

2025

障害福祉サービス、相談支援及び地域
生活支援事業の提供等について定める
障害福祉計画及び障害児福祉計画に基
づき、互いに尊重し合い、住みなれた
地域で、その人らしく暮らせるまちづ
くりを進めます。

概　要 2026

取組・事業名

障害者基幹相談支援センターを中心
に、障害のある人や障害のある子ども
とその家族等が相談しやすい体制を確
保するとともに、障害のある人等の人
権を尊重し、安心して日常生活や社会
生活が送れるよう支援します。

＜社会福祉課＞

2025

要介護認定者や重度障害のある方等に
タクシー利用券を交付し、外出や移動
等の自立生活支援、社会参加の促進を
図ります。

2024

実施

推進

政策５

障害者基本計画・障害福祉
計画・障害児福祉計画の推
進

＜社会福祉課＞

概　要 2026

実施

2024

改定

タクシー利
用券有効期
限の見直し

2027

障害者施設からの優先調達
の実施

＜社会福祉課ほか＞

2027

2024 20272026

市役所に手話通訳者を設置し、聴覚等
に障害がある方へ手話によるコミュニ
ケーション支援や相談等を行います。
また、手話通訳者等の養成や手話講座
の実施等、環境整備を行います。

＜社会福祉課＞

実施

障害者優先調達推進方針に基づき、障
害者就労施設等に対する優先的な物品
等発注を推進することで、障害のある
人の経済的な自立を促進します。

＜社会福祉課＞

難聴児の補聴器購入の支援 拡充

取組・事業名

推進障害者差別の解消の推進

実施

2025

推進

障害者差別解消の推進に関する取組方
針に基づいて、社会的障壁の除去等の
必要かつ合理的な配慮を提供するとと
もに、障害者差別解消に係る啓発を行
います。

実施

＜社会福祉課＞

障害のある方や外国籍の方など、情報
を受け取りにくい方の情報アクセシビ
リティの向上に向けて、窓口で意思疎
通を支援する機器を活用します。

情報アクセシビリティ支援
機器の活用

＜社会福祉課ほか＞

手話言語条例の推進

身体障害者手帳の交付対象とならない
軽度・中度の難聴児の言語習得、教育
における健全な発達を支援するため、
補聴器の購入費用を助成します。
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＜第２章＞　つながりによる安心とうるおいが実感できるまち

社会保障制度を適正に運営する

　施策３　国民健康保険制度を適正に運営します

　施策４　後期高齢者医療制度を適正に運営します

　施策５　国民年金制度を啓発・推進します

2025

推進

概　要

＜長寿福祉課＞

2024

2027

推進
保険税率・課税限
度額の改定

＜保険医療課＞

財政基盤の安定化に向け、兵庫県国保
運営方針に基づく事業運営を行いま
す。また、保険給付の適正化に向け、
レセプト点検や後発医薬品の利用促進
などの取組の充実を図ります。

2027

20262025

国民年金制度について、日本年金機構
と連携し、制度の理解促進を図るとと
もに、加入促進や年金保険料の納付督
励を行います。

2024

2024

介護保険制度の適正運営

国民健康保険制度の適正運
営

取組・事業名

マイナ保険
証の普及

概　要

推進

＜保険医療課＞

後期高齢者医療制度の適正
運営

2027

2027

＜戸籍住民課＞

2026

適正なサービスが提供されるよう介護
サービス事業者への指導監督を実施す
るとともに、福祉用具や住宅改修の給
付適正化により自立支援に資するケア
マネジメントの推進を図ります。

2026取組・事業名 2025

概　要

2026

介護保険料
の見直し

2024

生活保護実施要領等に基づき、被保護
者、生活困窮者等への相談・指導を適
正に行うとともに、医療扶助費の適正
化などを推進します。

推進
被保護者への保健
指導等の実施

取組・事業名

取組・事業名

　施策１　生活保護制度を適正に運営します

2027

概　要

2024 2026

政策６

2025

取組・事業名

＜社会福祉課＞

生活保護制度の適正運営

概　要

　施策２　介護保険制度を適正に運営します

2025

推進
指導監督の実施

国民年金制度の啓発・推進

後期高齢者医療制度の安定的な運営を
図るため、制度の理解を促進するとと
もに、適正な納付指導を行うことで、
収納率の向上に努め、公平な保険料負
担を推進します。
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＜第２章＞　つながりによる安心とうるおいが実感できるまち

社会的な自立を支援する

　施策３　成年後見制度の利用を促進します

　施策１　生活困窮者等の自立を支援します

　施策２　ひとり親家庭を支援します

ひきこもり相談の実施

＜社会福祉課＞

ひきこもり状態にある方やその家族等
に対して、その背景となる多様な事情
や心情に寄り添った支援を行うため、
ひきこもり相談窓口での相談・支援を
行います。

2027

生活困窮者自立支援の実施

概　要取組・事業名

＜はぴいくサポートセンター＞

＜はぴいくサポートセンター＞

＜はぴいくサポートセンター＞

ひとり親家庭等の医療費の
軽減

ひとり親家庭の自立支援を図るため、
母子・父子自立支援員等による相談を
行います。

実施

ひとり親家庭相談の実施

政策７

ひとり親家庭の就業支援

ひとり親家庭の親に対して各種給付金
を支給し、生活の負担軽減を図るとと
もに、就職に有利な資格・技能の習得
支援を行います。

一定の所得以下のひとり親家庭の経済
的負担の軽減を図るため、母子家庭等
医療費給付事業に係る自己負担額を全
額助成します。

実施

実施

2025

実施

2026

成年後見制度利用促進基本計画に基づ
き、制度の普及啓発や利用支援を行う
とともに、より専門性の高い機関とな
る成年後見支援センターを設置・運営
します。また、社会福祉協議会が実施
する福祉サービス利用援助事業の活用
を支援します。

基本計画の改
定・推進

2027

取組・事業名

＜長寿福祉課・社会福祉課＞

生活困窮者からの相談に包括的に対応
するほか、その自立に向けたプランの
作成や住居確保給付金の給付などを行
うとともに、生活困窮者支援等を行う
ＮＰＯ法人等の活動を支援します。

概　要 2026

実施

国物価高騰対策
の実施

2024 2025

相談支援、居場所
づくり、家族学習
会の開催等の実施

＜保険医療課＞

　　　　　＜社会福祉課＞

取組・事業名

養育費の確保に向けた支援

概　要

2026

2027

成年後見制度等の利用促進

2024 2025

2024

離婚後の養育費の履行確保を図り、安
定した生活と健やかな子どもの成長を
守るため、養育費に関する公正証書等
の作成費用を助成します。

成年後見支
援センター
設置

低所得世帯等への物価高騰
対策の実施

　　　　　＜社会福祉課ほか＞

令和６年度に実施した定額減税調整給
付金に係る不足額給付など、国が定め
る物価高騰対策を適切に実施します。
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＜第２章＞　つながりによる安心とうるおいが実感できるまち

環境にやさしい市民生活を進める

【総合戦略】

【総合戦略】

　施策１　ごみの減量を進めます

　施策２　カーボンニュートラルに向けた取組を進めます

　施策３　環境を守る意識を高めます

市が実施する事務事業に伴い発生する
温室効果ガスを削減するため、公共施
設への再生可能エネルギーの導入や省
エネ化の推進、低燃費車の配備などの
取組を推進します。

改定推進

ごみ減量・資源化活動の推
進 フードドライブ

等の実施

＜環境課＞

一般廃棄物（ごみ）処理基
本計画の推進

2027

多可町と連携し、ごみの発生や排出を
抑制するとともに、資源化を促進し、
循環型社会を目指すための指針となる
一般廃棄物（ごみ）処理基本計画を推
進します。

推進

＜環境課＞

策定

2024

事業者と連携し、ペットボトルをペッ
トボトルとして再生する「水平リサイ
クル」などのより質の高いリサイクル
を推進します。

2026概　要

2027

2025

2024 2027

実施

本市の環境保全に関する指針である環
境基本計画に基づき、市民、事業者、
市が協働し、総合的・具体的な取組を
行うため、環境づくりに資する市民活
動を支援します。

推進
中間見直し

＜環境課＞

2026取組・事業名

取組・事業名

環境づくり市民活動の推進

環境基本計画の推進・見直
し

環境基本計画に基づき、良好な環境の
保全と創造に関する施策等を総合的か
つ計画的に推進するとともに、社会情
勢の変化等を踏まえ、中間見直しを実
施します。

＜環境課＞

2024取組・事業名

地球温暖化対策実行計画の
策定

地球温暖化や気候変動に対応するた
め、地球温暖化対策実行計画（区域施
策編）を策定し、温室効果ガスの排出
量削減等に向けた総合的な取組を推進
します。

＜環境課＞

概　要

ペットボトルリサイクル等
の推進

政策８

西脇市役所地球温暖化対策
実行計画の推進

＜環境課＞

2026概　要

　　　　　　　　＜環境課＞

実施

2025

食品ロスの削減や正しい分別方法の徹
底、資源ごみ集団回収の促進などによ
り、ごみの減量や資源化を図ります。

2025
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＜第２章＞　つながりによる安心とうるおいが実感できるまち

地域の防災力を高める

【総合戦略】　施策１　自主防災組織の活動を支援します

実施

地域の防災力や地域の役割に留意しつ
つ、多岐にわたる消防団活動につい
て、負担軽減を図る方策を検討しま
す。

政策９

取組・事業名 2024 20272025

防災訓練等の活動
支援・地区防災計
画の作成支援

消防団活動の負
担軽減の検討

地域防災力の中核である消防団の活動
拠点となるコミュニティ消防センター
の活用と資機材等の整備により、地域
防災力の充実強化を図ります。

防災講演会等の
実施

2025

実施

自主防災組織の育成・活動
支援

地域を基盤とした住民による自主防災
組織の育成を進めるとともに、災害時
の効果的な活動に向けて、訓練等の活
動支援を行い、当該組織の活性化を図
ります。

概　要

＜防災安全課＞

＜社会福祉課・長寿福祉課＞

2027

　施策２　消防団の活動を支援します

2024

2026

2027概　要 2026

総合防災訓練や防災講演会等を実施
し、関係機関や自主防災組織等との連
携を強化するとともに、市民の防災意
識の高揚を図り、災害時への備えを強
化します。

＜防災安全課＞

2024取組・事業名

　施策３　市民の防災意識を高めます

総合的な防災啓発の実施

＜防災安全課＞

＜防災安全課＞

消防団の機能強化

要援護者の支援体制の構築

消防団活動の負担軽減の検
討

取組・事業名

団員の処遇
改善等

概　要 20262025

要援護者の情報を記した要援護者名簿
を作成するとともに、災害時に要援護
者がスムーズに避難できるよう、災害
時要援護者の個別避難計画の作成を進
めます。

27



＜第２章＞　つながりによる安心とうるおいが実感できるまち

犯罪・事故に遭わない地域をつくる

　施策３　防犯対策を推進します

犯罪被害者等が抱える様々な問題につ
いて、相談や周知啓発を行うととも
に、犯罪被害者等が受けた被害の回復
や負担の軽減を図るために生活資金の
支給等の支援を行います。

犯罪被害者等の支援 実施

　施策１　交通安全を推進します

　施策２　消費者の生活を守ります

＜防災安全課＞

交通安全啓発の推進

政策10

交通安全計画に基づき、学校園や高齢
者への交通安全啓発のほか、警察署や
交通安全協会と連携し、交通安全教室
や出前講座などの啓発活動を実施しま
す。

概　要 2024

推進
計画改定の検討

2025 2026取組・事業名 2027

概　要

実施

2027概　要

2024 2025

2026取組・事業名

＜防災安全課＞

取組・事業名

消費生活相談の実施

2026 2027

＜防災安全課＞

地域に根ざした自主防犯グループの活
動支援を行うとともに、地域団体によ
る防犯カメラの設置に対する補助を行
います。

公用車に設置したドライブレコーダー
を活用し、青色回転灯の点灯と併せ
て、公用車による防犯パトロールを推
進します。

自主防犯グループの支援

実施
公用車による防犯パトロー
ルの推進

実施

2024

＜防災安全課＞

消費生活に関する被害救済や問題解決
に向けた支援を行うとともに、未然防
止のための情報提供や出前講座を実施
し、消費者の知識や判断力の向上を促
進します。

2025

＜防災安全課＞
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政策１ 防災基盤を整備する

政策２ 道路を整備する

政策３ 公共交通を守る

政策４ 水道供給と汚水処理を行う

政策５ 生活環境を守る

政策６ 計画的な都市づくりを進める

政策７ 快適な住まいづくりを進める

第３章　安全で快適な生活基盤が整うまち
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＜第３章＞　安全で快適な生活基盤が整うまち

防災基盤を整備する

【総合戦略】

災害時における物資の確保や、自治体
間での相互応援の円滑化に向けて、民
間事業者や自治体、関係機関との連携
体制を強化します。

民間事業者等との連携体制
の強化

協定締結等の推進
協定団体等との連
携の強化

＜防災安全課＞

　施策１　消防力を強化します

　施策２　防災拠点の機能を強化します

　施策３　危機管理体制を強化します

検討

取組・事業名 概　要 2024 2025 2026

避難所や不特定多数の利用がある公共
施設の耐震化に向け、耐震診断等を実
施し、必要な改修等を行います。

公共施設の耐震化の推進

＜防災安全課＞

政策１

取組・事業名 概　要 2024 2025 2026 2027

【再掲】
西脇市、加西市、加東市、多可町で組
織する北はりま消防組合に負担金を拠
出し、常備消防・救急救助体制の充実
・強化を図ります。

北はりま消防組合の機能強
化 実施

＜防災安全課＞

2027

2024 2025 2026 2027

指定避難所の見直
し検討

＜建築住宅課・防災安全課ほか＞

取組・事業名 概　要

実施

国土強靭化に関する施策を総合的かつ
計画的に進めるための指針となる西脇
市強靭化計画に基づき、「強さ」と
「しなやかさ」を備えた安全・安心な
地域づくりを推進します。

国土強靭化地域計画の推進 改定

＜防災安全課ほか＞

＜防災安全課＞

＜防災安全課ほか＞

災害などの緊急時に、迅速かつ的確な
情報の伝達を図るため、防災行政無線
を適正に運用します。

防災行政無線の運用

推進

新型コロナウイルス感染症の感染拡大
を踏まえ、新興感染症による市民生活
及び地域経済への影響を最小限にとど
めるための事前対策を関係機関と連携
して検討します。

新興感染症事前対策の推進 行動計画の改定
検討

災害時における避難者の特性に配慮し
た環境整備を行うとともに、公共施設
の適正配置等に係る計画を踏まえた指
定避難所の配置見直しを進めます。

避難所等の機能強化
避難所運営資器材
の購入
ペット同行避難の
試行実施
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　施策４　浸水対策や土砂災害対策を進めます

取組・事業名 概　要 2024 2025 2026 2027

＜国県事業推進室・土木課＞

＜土木課ほか＞

洪水被害防止のため、国・県・関係市
で構成する加古川中流部河川整備推進
協議会の取組に基づく、効果的かつ効
率的な河川整備を、地域と一体となっ
て推進します。

広域河川改修事業の推進
杉原川河川改修、
護岸ほか
加古川河床掘削ほ
か

加古川水系流域治水プロジェクト
（国）及び総合治水推進計画（県）を
基本に、国・県が行う河川整備との連
携を図り、地域に応じた浸水対策を計
画・実施するとともに、事前防災行動
計画（タイムライン）や災害初動マニ
ュアルなども活用し、地域と一体と
なった減災を進めます。

事前防災行動計画
の検討・水の学習
会の開催
ツヅラ谷川河川整
備工事ほか
雨水浸水出水浸水
想定区域図の作成

水害対策・減災の推進
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＜第３章＞　安全で快適な生活基盤が整うまち

道路を整備する

道路橋の５年に１度の法定点検（令和
２年から２巡目）の実施結果を踏まえ
て改定した橋梁長寿命化修繕計画に基
づき、計画的な補修を実施します。

橋りょうの長寿命化の実施

　施策１　広域・地域幹線道路を整備します

　施策２　生活道路を整備します

政策２

取組・事業名 概　要 2024 2025 2026 2027

国道 175号西脇北バイパスに係る整備
促進・支援を行うとともに、黒田庄町
大伏ランプから丹波市氷上地域間の早
期事業化に向けた要望活動を関係機関
・団体が一体となって推進します。

国道 175号バイパス整備の
促進・支援

促進・支援
西脇北バイパス関
連イベントの開催

＜国県事業推進室＞

西脇北バイパス開
通（予定）

中心市街地や市庁舎等へのアクセス性
の向上を図るため、県が実施する西脇
道路や（主）西脇三田線の整備を支援
し、事業を促進します。

西脇道路等の整備の促進・
支援

西脇道路（上野工
区・東本町工区)
(主)西脇三田線

＜国県事業推進室・都市計画課ほか＞

権利者との合意形成を踏まえ、円滑で
快適な交通と防災・安全面の機能強化
に向けて、組合施行による土地区画整
理事業に向けた取組を行います。

（都）和布郷瀬線の土地区
画整理事業に向けた取組

基本設計の
実施
先行用地買
収

土地区画整理事業
認可申請書・実施
計画の作成
先行用地買収

同意書取得
先行用地買収

事業認可

人口減少等の更なる進行による社会情
勢の変化を見据え、持続可能な都市経
営を進めるために、将来の道路ネット
ワークのあり方や都市計画道路等の見
直しの検討を進めます。

都市計画道路等の見直しの
検討

＜都市計画課・用地地籍課＞

検討

＜都市計画課＞

取組・事業名 概　要 2024 2025 2026 2027

2024 2025 2026 2027

　施策３　道路施設の長寿命化を進めます

取組・事業名 概　要

＜土木課＞

地元要望等に基づき、市道の拡幅や側
溝整備などの改良、舗装の新設や更新
を行うとともに、生活道路の今後の整
備方針を検討します。

生活道路の改良・舗装
道路改良・舗装工
事（高田井和田
線・茜が丘４号線
ほか）

地形図のデジタル化に取り組むととも
に、道路、道路附属物等のインフラ資
産をＧＩＳ（地図情報システム）によ
り集約することで、業務の効率化と住
民サービスの向上を図ります。

道路台帳等の整備
地形図デジ
タル化
デジタル道
路台帳の整
備

活用推進 デジタル下水道台
帳等の整備

＜施設管理課＞

橋りょう点検
橋りょう補修（天
神橋ほか）

計画改定
橋りょう補
修（天神橋
ほか）

＜土木課＞
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取組・事業名 概　要 2024 2025 2026

　施策４　人にやさしい道路空間を整備します

2027

歩行者等の安全を確保するため、県道
西脇篠山線の歩道整備や県道西脇八千
代市川線、都市計画道路重春安田線の
歩道リニューアルなどの促進を行いま
す。

県道の歩道整備・リニュー
アル事業の推進・支援

県道西脇篠山線歩
道整備
（都）重春安田線
歩道リニューアル

＜国県事業推進室＞

歩行者の安全を確保するため、自転車
通行区間及び通学路のカラー舗装や歩
道の整備を行います。

自転車通行空間・歩道の整
備

鹿野１号線・郷瀬
１号線通学路改良
ほか

＜土木課＞

道路にガードレール、転落防止柵、カ
ーブミラー、誘導標識など交通安全施
設の整備を行います。また、通学路に
おいて、路肩や信号機が設置されてい
ない交差点の横断歩道周辺のカラー化
を進めます。

横断防止柵、カー
ブミラー、区画線
等の整備ほか

交通安全施設の整備

＜土木課＞
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＜第３章＞　安全で快適な生活基盤が整うまち

公共交通を守る

【総合戦略】

【総合戦略】

【総合戦略】

　施策２　公共交通の利便性を高めます

　施策３　公共交通の利用を促進します

政策３

取組・事業名 概　要 2024 2025 2026 2027

　施策１　公共交通ネットワークを維持します

市内の各地域内の移動や市街地への移
動を支える交通手段として、事前の予
約に応じて運行するデマンド型交通
「むすブン」を運行します。

デマンド型交通の運行 実施

＜まちづくり課＞

市街地を循環運行するループバス「め
ぐリン」と、比延地区と市街地を接続
する「おりひめバス」を運行します。

コミュニティバスの運行 実施

＜まちづくり課＞

＜まちづくり課＞

2024 2025 2027

維持が困難となっているバス路線の運
行経費の一部に対して補助することに
より、現在運行している路線バスを維
持します。

路線バスの運行補助 実施

取組・事業名 概　要 2024 2025 2026

コミュニティバスへのパターンダイヤ
や 100円均一料金など、利用者のニー
ズに応じた分かりやすく利用しやすい
バス交通網を整備します。

利用しやすいバス交通の推
進 実施

2027

公共交通機関の利用促進を図るため、
事業者と連携しながら、運行内容や利
用方法の周知啓発を図ります。

公共交通機関の利用促進 実施

＜まちづくり課＞

＜まちづくり課＞

推進

2026取組・事業名

＜まちづくり課＞

実施
支援制度の拡充
地域協議会等と連
携した利用促進

概　要

鉄道の維持・利用促進 全線開業
100周年記
念事業

本市の公共交通の現状と課題を踏ま
え、誰もが利用しやすい公共交通ネッ
トワークを維持するとともに、今後の
地域公共交通の役割や方向性を示す地
域公共交通計画を推進します。

地域公共交通計画の推進

＜まちづくり課＞

JR加古川線（西脇市～谷川間）の利用
者を増加させるための支援制度の実施
や沿線イベントの周知・開催等によ
り、同路線の維持・利用促進を図りま
す。

＜まちづくり課＞

様々な交通機関を乗り継いで移動する
パークアンドライド等を推進し、自家
用車から広域公共交通への移動手段の
転換を促進します。

パークアンドライド等の推
進

実施
パークアンドライ
ド支援制度の創設
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＜第３章＞　安全で快適な生活基盤が整うまち

水道供給と汚水処理を行う

安全で良質な水道水を供給するため、
水道水質検査計画に基づく水質管理を
適正に実施し、当該検査結果を公表し
ます。

水質検査の適正実施 実施

＜施設管理課＞

政策４

取組・事業名 概　要 2024 2025 2026

　施策１　持続可能な上下水道経営を行います

2027

＜経営管理課＞

水道ビジョン・経営戦略に基づき、施
設規模の適正化、管路更新における優
先箇所の設定や工法の見直し、広域化
や民間事業者との更なる連携など投資
の合理化に取り組み、経営基盤の強化
を図ります。

水道事業の経営基盤の強化 推進

2026 2027

＜経営管理課＞

下水道事業経営戦略に基づき、農業集
落排水処理区域の公共下水道への接続
を推進することで、施設の維持管理経
費等を削減し、経営基盤の強化を図り
ます。

下水道事業の経営基盤の強
化 推進 戦略改定

　施策２　安全な水を安定供給します

災害時にも対応できるよう耐震化にも
配慮した効率的な配水管の計画的な更
新を行うとともに、漏水などに対し
て、適切な維持管理を行います。

水道管路の維持・更新 小坂町・市原
町・高松町ほか

取組・事業名 概　要 2024 2025

＜土木課・施設管理課＞

取組・事業名 概　要 2024 2025 2026 2027

　施策３　汚水処理を行います

下水道施設の機器の更新を進め、計画
的な維持管理や修繕等による長寿命化
を図ります。

公共下水道施設の整備・更
新

黒田庄浄化センタ
ー・中継ポンプ長
寿命化

＜土木課＞

効率的な汚水処理を行うため、農業集
落排水処理区の汚水を公共下水道処理
区へ接続するための工事を進めます。

公共下水道の整備（公共下
水道処理区への接続）

明楽寺落方
処理区・住
吉処理区の
統合工事

明楽寺落方処理
区・住吉処理区の
供用開始
黒田庄中部処理区
の統合工事＜土木課＞

水洗化率の向上のため、広報紙などを
通じた水洗化ＰＲのほか、自治会や個
別訪問を行うとともに、小学生などを
対象にした施設見学会を実施します。

水洗化促進の啓発の実施 実施

＜施設管理課＞
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＜第３章＞　安全で快適な生活基盤が整うまち

生活環境を守る

【総合戦略】

＜環境課ほか＞

高齢者世帯等の戸別ごみ収
集の実施 検討

新ごみ処理施設の整備

戸別ごみ収集の
開始

　施策１　ごみ処理施設の整備・運営を行います

　施策３　まちを衛生的にします

　施策４　身近にあるきれいな環境を守ります

新ごみ処理施設の建設工事と供用開始
に向けて、多可町と連携して西脇多可
行政事務組合に負担金を拠出します。

ごみをごみステーションまで搬出する
ことが困難な高齢者や障害者を対象
に、西脇多可行政事務組合と連携し
て、ごみの戸別収集を実施します。

政策５

取組・事業名 概　要 2024 2025 2026 2027

建設工事
移転作業

供用開始

＜環境課＞

ごみ処理施設の管理運営、収集業務、
リサイクルの推進・普及啓発等を行う
ため、西脇多可行政事務組合に負担金
を拠出します。

西脇多可行政事務組合みど
り園の運営 運営

みどり園移転

＜環境課＞

取組・事業名 概　要 2024 2025 2026 2027

　施策２　公害防止と廃棄物の適正処理を進めます

不法投棄の防止を目的としたパトロー
ル活動や、不法投棄物の撤去作業を委
託により実施します。

環境美化パトロールの実施 実施

＜環境課＞

主要河川の水質測定や、大気汚染物質
の測定を行うことにより、公害の防止
と市民の健康保護を推進します。ま
た、光化学スモッグの予報等発令時に
適切な通報等を行います。

公害発生の未然防止の推進 実施

＜環境課＞

取組・事業名 概　要 2024 2025 2026 2027

火葬や葬儀を円滑かつ経済的に営める
よう、多可町と連携して広域斎場を運
営するため、西脇多可行政事務組合に
負担金を拠出します。

広域斎場やすらぎ苑の運営 運営

＜環境課＞

【再掲】
水洗化率の向上のため、広報紙などを
通じた水洗化ＰＲのほか、自治会や個
別訪問を行うとともに、小学生などを
対象にした施設見学会を実施します。

水洗化促進の啓発の実施 実施

＜施設管理課＞

取組・事業名 概　要 2024 2025

地域との協働により、県管理河川の草
刈り、清掃等の河川の美化事業や河川
愛護活動を行い、快適な住環境と良好
な景観形成を進めます。また、今後の
環境保全のあり方について検討を進め
ます。

河川環境の保全 実施

2026

＜施設管理課＞

2027
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＜第３章＞　安全で快適な生活基盤が整うまち

計画的な都市づくりを進める

【総合戦略】

【総合戦略】

　施策１　効果的な土地利用を進めます

　施策２　魅力ある市街地をつくります

県協議・広域調整
特定用途制限地域
等の検討
自主条例の検討

特定用途制限地域
の法定手続
自主条例の制定

市街化調整区域における人口減少の抑
制や地域の活力維持を図るため、区域
区分の廃止に向けた取組を進め、社会
の変化に機動的かつ柔軟な対応が可能
な土地利用を進めます。

区域区分の廃止に向けた取
組 区域区分廃

止の答申

県協議
特定用途制限地域
・自主条例の検討
地域拠点のあり方
の検討

＜都市計画課＞

＜まちづくり課＞

中心市街地の活性化に取り組む個人や
団体の活動・運営を支援するととも
に、それぞれの活動がより効果的に展
開されるようコーディネートすること
で、市全体のまちづくり活動の活性化
を図ります。

まちなかの市民活動支援の
推進 実施

政策６

取組・事業名 概　要 2024 2025 2026 2027

都市づくりの基本理念や方針を明確に
し、計画的な都市づくりを進めるとと
もに、多様な主体が参画・協働し、生
活環境の充実や地域の個性を生かした
まちづくりを目指す都市計画マスター
プランを推進します。

都市計画マスタープランの
推進 推進

＜都市計画課＞

土地の適正な把握と管理、土地の円滑
な取引を促進するため、地籍調査を計
画的に実施します。

地籍調査の実施
立会・測量

＜用地地籍課＞

取組・事業名 概　要 2024 2025 2026 2027

中心市街地の活性化を図るため、西脇
ＴＭＯが実施する旧来住家住宅で行う
にぎわい活動や情報未来館21からの情
報発信強化のための支援を行います。

ＴＭＯの活動支援 実施

持続可能な都市経営の実現のため、都
市機能誘導区域への都市機能の誘導、
居住誘導区域への居住誘導などを定め
る立地適正化計画を推進するととも
に、社会情勢の変化等を踏まえた改定
を行います。

立地適正化計画の推進 評価分析 計画改定（防災
指針の追加）

【再掲】

＜まちづくり課＞

権利者との合意形成を踏まえ、円滑で
快適な交通と防災・安全面の機能強化
に向けて、組合施行による土地区画整
理事業に向けた取組を行います。

（都）和布郷瀬線の土地区
画整理事業に向けた取組

基本設計の
実施
先行用地買
収

土地区画整理事業
認可申請書・実施
計画の作成
先行用地買収

同意書取得
先行用地買収

事業認可

＜都市計画課・用地地籍課＞

＜都市計画課ほか＞
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【総合戦略】

ユニバーサルデザインの理念に基づ
き、公共施設のバリアフリー化や歩道
の段差解消等を行うとともに、ユニバ
ーサル社会づくり推進地区において、
人にやさしいまちづくりを推進しま
す。

公共空間のバリアフリー化
の推進 推進

取組・事業名 概　要 2024 2025 2026

　施策３　良好な公共空間を形成します

2027

＜建築住宅課・土木課ほか＞

西脇市花と緑の協会や緑化ボランティ
アなどと連携し、しばざくらの植栽拡
大等の緑化事業や緑化の普及啓発など
を行います。

＜土木課＞

公園施設の長寿命化の実施 西脇公園・日本へ
そ公園照明施設の
改築ほか

実施緑化事業の推進

老朽化した公園施設の改築・更新な
ど、公園施設の長寿命化を図り、安全
で安心して利用できる公園環境を整備
します。

＜環境課＞
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＜第３章＞　安全で快適な生活基盤が整うまち

快適な住まいづくりを進める

【総合戦略】

　施策１　市営住宅を供給します

　施策２　良質な住宅を増やします

　施策３　空き家・空き地を適正に管理します

政策７

取組・事業名 概　要 2024 2025 2026 2027

2026 2027

市営住宅長寿命化計画に基づき、長寿
命化を図る団地の修繕工事等を計画的
に実施するとともに、将来廃止する日
野ヶ丘団地等については、入居者移転
を推進し、空きとなった住棟の解体除
却を進めます。

市営住宅の長寿命化・集約
の推進

殿ヶ丘団地
長寿命化工
事

下戸田団地長寿命
化工事

＜建築住宅課＞

居住誘導区域内において、子育て世代
等を対象とした住宅整備の手法を検討
するとともに、空き家の利活用やリフ
ォームの促進、住宅セーフティネット
など、住宅に関する施策を総合的に検
討します。

魅力ある住宅整備の検討 検討

＜建築住宅課＞

民間住宅の耐震化促進のため、簡易耐
震診断を推進するとともに、改修計画
の作成や耐震化工事に要する費用の一
部に対して助成します。

住宅の耐震化等の推進 実施
住宅の耐震改修
の支援

取組・事業名 概　要 2024 2025 2026 2027

＜建築住宅課＞

増加する空き家の有効活用を推進する
ため、兵庫県の空家活用特区条例との
連携を図りながら、売買等の情報提供
を行う空き家バンクを運営するととも
に、空き家の改修費に対する補助を実
施します。

空き家活用の推進

空家等対策計画に基づき、空き家等の
適正管理に係る啓発や空き家等のデー
タベース化を行うとともに、環境や防
災面で問題のある特定空家候補等の除
却等に向けた啓発を行います。

空き家の適正管理の推進

＜建築住宅課ほか＞

実施
計画見直し

＜建築住宅課＞

実施

住宅政策に係る基本的な考え方を定め
る住生活基本計画に基づき、安全・安
心な住宅・住環境の確保やコンパクト
シティの実現などに向けた取組を進め
ます。

住生活基本計画の推進

取組・事業名 概　要 2024

推進

＜建築住宅課＞

2025
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【総合戦略】

2027

　施策４　移住・定住を支援します

＜建築住宅課＞

取組・事業名 概　要 2024 2025 2026

＜建築住宅課＞

定住促進に向け、市が保有する茜が丘
分譲宅地等の販売を行います。また、
当該分譲宅地を媒介した宅地建物取引
業者に手数料を交付するとともに、住
宅建築する若年・子育て世帯に補助す
ることで、販売促進を図ります。

茜が丘の宅地分譲

移住コーディネーターを配置するとと
もに、オンライン相談の実施、お試し
滞在費用の助成などにより、ＵＩＪタ
ーンによる人口流入の増加を図りま
す。

移住定住の推進 実施
移住相談会への
出展

実施
若年・子育て世
帯への助成制度
の創設
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政策１ 地域に根ざした商工業を振興する

政策２ 農林業の基盤を強化する

政策３ 魅力ある農畜産物を生産する

政策４ 観光・交流を振興する

政策５ 新たな産業を創出する

政策６ 就業環境を整える

第４章　地域特性を生かした

　　　　　産業とにぎわいがあふれるまち
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＜第４章＞　地域特性を生かした産業とにぎわいがあふれるまち

地域に根ざした商工業を振興する

【総合戦略】

【総合戦略】

　施策１　地場産業の競争力を強化します

　施策２　中小企業の経営を支援します

実施

2024

商工業者への経営支援
（商工業振興事業）

実施

＜商工観光課＞

政策１

取組・事業名 2024 2025 2026

取組・事業名

2027概　要

2025 2026 2027概　要

播州織をはじめとする産地の活性化に
向け、研修会の開催やコワーキングス
ペースの運営支援などを通じて若手デ
ザイナー等の人材育成を図ります。

中小企業・小規模企業振興条例を踏ま
え策定した経済振興アクションプラン
に基づいて、関係機関との連携の下、
商工業振興に係る総合的な施策を推進
します。

中小企業・小規模事業者等
の振興 プラン改定 推進

＜商工観光課ほか＞

北播磨地場産業開発機構の
支援

中小企業が円滑に融資を受けられるよ
う、金融機関へ事業資金を預託すると
ともに、融資に係る信用保証料の助成
を行います。

中小企業・小規模事業者の
経営支援

＜商工観光課＞

実施

＜商工観光課＞

産地人材の育成支援 実施

地場産業の新製品・新技術の研究開
発、地域ブランドの構築など、製品の
普及に取り組む北播磨地場産業開発機
構への助成を行います。

＜商工観光課＞

経営発達支援計画に基づいて、商工業
者に対する経営や労務に関する相談、
セミナーや講座の開催などの経営・起
業支援、産学連携新商品開発事業など
を行う商工会議所への助成を行いま
す。

子どもたちに播州織に親しんでもらう
ため、中学校に播州織シャツを配布し
ます。また、西脇チェックを活用した
製品や新たな生地を開発し、播州織の
魅力発信を進めます。

播州織の魅力発信 西脇チェッ
クの決定

＜商工観光課＞

実施

＜商工観光課＞

大阪・関西万博を好機と捉え、播州織
をはじめとしたオープンファクトリー
を開催し、地域産業の魅力発信と観光
交流を通じた地域活性化を図ります。

産業観光の推進
実施
オープンファクト
リー環境整備の支
援
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【総合戦略】

【総合戦略】

＜商工観光課＞

先端設備等導入計画を策定した中小企
業者に対して、固定資産税の軽減を図
ることにより、事業者の設備導入・更
新を通じた生産性向上を促進します。

先端設備等の導入支援 実施

　施策３　商業のにぎわいをつくります

　施策４　商工業の生産性向上を図ります

取組・事業名 2024 2025

デジタル地域商品券の発
行・普及

実施

概　要

＜商工観光課＞

地域商業の振興

2027

検討

＜商工観光課＞

＜商工観光課＞

地域に根ざした事業者の経
営革新等への支援

にぎわいのある商店街や魅力ある商店
づくりに取り組む西脇商業連合会に対
して助成し、地域商業の振興を図りま
す。

＜商工観光課＞

実施

取組・事業名

概　要

新たなものづくりの創造やＳＤＧｓに
貢献する事業に取り組む中小事業者に
対し、金融機関等とも連携しながら、
商品・技術開発、設備導入、販路開拓
までを総合的に支援します。

2027

西脇商工会議所等と連携し、地域商品
券のデジタル化を促進するとともに、
プレミアム付デジタル地域商品券を発
行することで、消費喚起を通じた地域
経済の活性化と市民生活の支援を行い
ます。

2026

2024

導入
プレミアムの付
与

2025 2026

地域商業の活性化を図るため、産業フ
ェスタや播州織産地博覧会を開催する
実行委員会を支援します。

地域商業の活性化支援 実施
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＜第４章＞　地域特性を生かした産業とにぎわいがあふれるまち

農林業の基盤を強化する

【総合戦略】

【総合戦略】

＜農林振興課＞

日本のへそ西脇農業ビジョ
ンの推進

　施策１　農業の担い手を育成します

　施策２　農業の生産性向上を図ります

推進

＜農林振興課＞

実施

新規就農者の確保・支援

農業インターンシップの実
施

＜農林振興課＞

＜農林振興課＞

農業を取り巻く情勢変化を踏まえつ
つ、持続可能な農業の実現を目指す農
業ビジョンに基づき、地域の特性を生
かした施策、取組を推進します。

認定農業者等に対して、農機具等の購
入や園芸用施設の整備に係る補助を行
うことにより、経営規模の拡大や作業
効率の向上などを進め、地域農業に携
わる担い手の育成・確保を図ります。

市内酒蔵と連携して、市内外から農業
や醸造に興味がある学生等を呼び込
み、研修体験を通じた交流人口の拡大
と将来の本市農業の人材育成を進めま
す。

2027概　要

ブランド化の推
進

2024 2026

実施

2027概　要

就農支援を進めてきた西脇イチゴの６
次産業化やブランド化を推進すること
で、観光・交流人口の増加を図りま
す。

スイーツファクトリー支援
事業の推進

2026取組・事業名

実施

2025

農業者による話し合いや現況把握の
下、地域農業における中心経営体、地
域における農業の将来のあり方などを
明確化する地域計画の策定及び推進を
支援します。

実施

実施

地域計画の策定及び推進

＜農林振興課・農業委員会＞

政策２

取組・事業名 2025

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着
を図るため、経営が安定するまでの
間、農業の次世代人材に対する資金の
交付を行い、青年就農者の増加を図り
ます。

新規就農支
援の休止

黒田庄農醸研究所プロジェ
クトの推進

＜農林振興課＞

2024

＜農林振興課・農業委員会＞

農地中間管理事業の推進

＜農林振興課＞

農地の有効利用の継続や担い手への農
地の集積・集約化を推進するため、農
地中間管理機構が農地所有者と担い手
の仲介を行う農地中間管理事業を推進
します。

農業の担い手の育成支援 実施

本市特産の黒田庄和牛やイチゴ、山田
錦の生産農家への研修生の受入れを進
め、新規就農の促進を図ります。
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【総合戦略】

　施策３　農業の生産基盤を整えます

実施

　施策４　森林を保全・管理します

森林の荒廃を防止し、適正な森林環境
を保全するため、人工林の間伐、危険
木化した立木の除伐等に係る費用の助
成や、林道の修繕を行います。

適正な森林整備の支援

取組・事業名

実施

2027

2026

ため池定期点検
谷田池・坂本皿池
改修ほか
喜多前坂黒田庄井
堰の改修ほか

市原町取水ゲート
更新ほか

実施

20262024

＜農林振興課＞

農村地域の過疎化や高齢化等に伴う集
落機能の低下を踏まえ、農業者等によ
る組織が行う農地の適正管理に資する
活動を支援します。

農業の生産基盤の整備・維
持管理の適正化

農業の生産基盤を向上し、災害を防止
するため、老朽化したため池や修繕が
必要な井せきの改修・整備を行うとと
もに、整備に向けた調査計画を策定し
ます。

概　要 2025

＜農林振興課＞

多面的機能支払交付金の交
付

＜農林振興課＞

ため池、井せきの改修・整
備

農業の生産性の向上や施設の長寿命化
を図るため、水路や農道などの農業用
施設改修や修繕を行います。

＜農林振興課＞

2025取組・事業名 概　要

有害鳥獣による農作物被害を防止する
ため、農地への侵入防止柵の設置・管
理を支援するとともに、猟友会の協力
の下で、駆除を行います。

2027

有害鳥獣対策の実施

水源かん養機能やレクリエーション機
能など、森林の持つ公益的機能の発揮
・促進を図るため、森林環境の整備や
活動組織への支援を行います。

実施

＜農林振興課＞

森林整備で発生する除・間伐材を有効
に活用するため、木製品の開発や、公
共性の高い施設の新設・修繕を通じ
て、木材利用の促進及び普及啓発に取
り組みます。

＜農林振興課＞

2024

実施

森林の持つ公益的機能の発
揮・促進

木材利用の促進及び普及啓
発

＜農林振興課＞
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＜第４章＞　地域特性を生かした産業とにぎわいがあふれるまち

魅力ある農畜産物を生産する

【総合戦略】

【総合戦略】

【総合戦略】

日本のへそ西脇地域食材でおもてなし
条例の基本理念にのっとり、日本酒、
黒田庄和牛などの地域食材の普及促進
に取り組みます。

日本のへそおもてなしの推
進

おもてなしイベン
トの開催
オリジナル日本酒
の製作

　施策１　ブランド農畜産物を振興します

　施策２　特色ある農産物の生産を進めます

　施策３　農産物の地産地消を進めます

＜農林振興課＞

黒田庄農醸研究所プロジェ
クトの推進

黒田庄和牛ブランド化の支
援

地産地消の推進

農産物直売所の運営

＜農林振興課＞

取組・事業名

＜農林振興課＞

取組・事業名

安全・安心な農作物の栽培に向け、農
家等に対し、土づくりセンター等で生
産した堆肥の購入助成を行うととも
に、農作物のブランド化に向けた支援
を行います。

＜農林振興課＞

安全・安心な地元農産物を販売する農
産物直売所について、指定管理者によ
る運営を行います。

＜農林振興課＞

政策３

2026

2026

西脇ファーマーズ
ブランドの育成

2025

＜農林振興課＞

自然にやさしい農業の推進

市内酒蔵と連携して、市内外から農業
や醸造に興味がある学生等を呼び込
み、研修体験を通じた交流人口の拡大
と将来の本市農業の人材育成を進めま
す。

20272026取組・事業名 2024 2025

実施

2024 2025

概　要

地元農産物等を活用したレシピコンテ
ストや農業祭を開催するとともに、黒
田庄和牛などの農産物を学校給食の食
材として活用するなど、地産地消の推
進と地域の食文化の普及を図ります。

概　要

実施

実施

実施

黒田庄和牛の安定した肥育・出荷を支
え、ブランド化の促進を図るため、共
励会への出展支援を行います。

概　要 2024 2027

【再掲】

地域農産品の付加価値の向上と食品ロ
スの削減に向けて、民間事業者などと
連携しながら、規格外・余剰農産物を
活用した６次産業化などに取り組みま
す。

６次産業化の推進

＜農林振興課＞

実施

2027
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＜第４章＞　地域特性を生かした産業とにぎわいがあふれるまち

観光・交流を振興する

【総合戦略】

【総合戦略】

【総合戦略】

　施策１　地域資源を生かした観光交流を進めます

　施策２　観光交流の基盤を整えます

　施策３　広域的・国際的な観光交流を進めます

実施

＜政策推進課・商工観光課ほか＞

2026

実施

万博機運醸
成・ﾌｨｰﾙﾄﾞ
ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝの
展開支援

＜商工観光課＞

2024

大阪・関西万博を好機と捉え、播州織
をはじめとしたオープンファクトリー
を開催し、地域産業の魅力発信と観光
交流を通じた地域活性化を図ります。

2027

2025 2026

20272024

2027

2025

概　要

概　要

日本のへそ西脇地域食材でおもてなし
条例の基本理念にのっとり、日本酒、
西脇ローストビーフ等、地域食材の普
及促進に取り組みます。

2025

大阪・関西万博を契機とし
た誘客の促進

大阪・関西万博会場等において、近隣
市町や高等学校と連携した本市・圏域
の魅力発信を行うとともに、ひょうご
フィールドパビリオン構想と協調し、
体験型観光コンテンツ等を活用した誘
客を図ります。

取組・事業名

広域的な観光交流の推進

観光交流施設の更新・修繕

実施

取組・事業名

＜商工観光課＞

＜商工観光課＞

県や播磨広域連携協議会が推進する広
域観光交流事業を実施するとともに、
近隣市町と連携した観光交流イベント
や情報発信を行います。

本市の野外活動の拠点となる日本のへ
そ日時計の丘公園や観光交流の拠点と
なる道の駅の施設について、老朽化し
た設備の改修を行います。

取組・事業名

観光交流活動創出支援事業
の実施

実施
オープンファクト
リー環境整備の支
援

開催

おもてなしイベン
トの開催
オリジナル日本酒
の製作

日本のへそ西脇夏まつりの
開催

日本のへそ西脇夏まつりの開催を通じ
て、市民相互及び来訪者との触れ合い
と交流促進を図るとともに、世代を超
えた郷土愛を醸成します。

地域資源を生かした交流の促進を図る
ＮＰＯ法人北はりま田園空間博物館に
対して助成を行い、総合案内所の運営
をはじめとした多様な活動を支援しま
す。

田園空間博物館構想の推進

2024

政策４

産業観光の推進

＜商工観光課＞

鉄道利用型
助成制度の
創設

概　要 2026

【再掲】

＜商工観光課・政策推進課＞

実施

＜商工観光課＞

観光やコンベンション・合宿などの目
的で本市を訪問する旅行者に対して費
用の一部を助成することにより、観光
交流人口の拡大を図ります。

＜農林振興課＞

日本のへそおもてなしの推
進

県・近隣市町等と
連携した事業の提
案・実施

【再掲】
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【総合戦略】

2024 2025 2027

＜秘書広報課・学校教育課＞

2027

レントン市との国際親善の
推進

戦略的な観光・地場産品情
報の発信

取組・事業名

パンフレット作
成・デジタルスタ
ンプラリーほか

＜商工観光課＞

観光物産協会を通じて、パンフレット
の作成やＳＮＳ等を活用した情報発
信、マスメディアなどの媒体の効果的
な活用などに取り組み、観光情報と地
場産品情報の発信を戦略的に行いま
す。

20252024概　要

2026

市民親善使節団の
受入れ・中学生親
善使節団の相互派
遣の再開

姉妹都市レントン市からの市民親善使
節団の受入れや、中学生使節団の相互
派遣など、国際相互理解を深めるため
の事業を展開し、地域の活性化と国際
交流の推進を図ります。

2026

　施策４　戦略的に観光情報を発信します

取組・事業名 概　要
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＜第４章＞　地域特性を生かした産業とにぎわいがあふれるまち

新たな産業を創出する

【総合戦略】

【総合戦略】

【総合戦略】

＜土地利用推進室ほか＞

＜土地利用推進室ほか＞

平野西地区（旧野
間川河川敷及びそ
の周辺）における
調査研究

広域道路ネットワークの整備や区域区
分の廃止に向けた取組など、社会環境
の変化を踏まえた新たな土地利用・産
業用地整備の手法について、庁内横断
的に調査・研究を進めます。

産業用地の確保に向けた調
査・研究 実施

地域の活力維持と雇用確保を図るた
め、市街化調整区域等における民間活
力を活用した産業街区の開発に向け、
地域と連携しながら取組を進めます。

産業街区の開発に向けた取
組

高松地区・寺内ラ
ンプ周辺における
産業街区の開発に
向けた取組

概　要 2024 2025 2026 2027

2025

＜商工観光課・土地利用推進室ほか＞

2026

政策５

概　要 2024取組・事業名 2027

実施

兵庫県と協調し、市内で事務所ビル等
を新たに賃借する事業者やＩＴ関連事
業者に対し、賃料等の一部を補助する
ことにより、空き物件の有効活用と、
市内への事業所進出を促進します。

2026

実施

2024 2025

　施策３　起業・創業を支援します

2027概　要

　施策２　産業用地の確保を進めます

取組・事業名

起業・創業の促進

＜商工観光課＞

新規オフィス開設事業者・
ＩＴ関連事業者への支援

実施

取組・事業名

起業・創業しようとする個人や事業者
を対象とした起業セミナー等の開催を
支援するとともに、開業資金等の必要
資金を補助することで、地域資源を活
用した起業・創業を促進します。

企業誘致・留置の推進

＜商工観光課＞

市内で製造業等の企業施設を新設・拡
大した事業者に対し、補助金交付等の
奨励措置を実施することで、企業誘致
と市内企業の留置を促進するととも
に、市税収入の確保と市民雇用の創出
につなげます。

　施策１　企業立地を推進します
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＜第４章＞　地域特性を生かした産業とにぎわいがあふれるまち

就業環境を整える

【総合戦略】

【総合戦略】

【総合戦略】

＜商工観光課＞

従業員の活力向上や生産性の向上等を
通じた組織の活性化を図るため、商工
会議所等と連携し、従業員等の健康管
理を経営的な視点で捉える健康経営を
促進します。

健康経営の促進 実施

制度の拡
充

制度の拡充

2026 2027概　要

20262024

実施

2025

＜商工観光課＞

企業負担による従業員の奨学金返還支
援制度を設けている市内中小企業に対
し、県の支援制度と協調して負担額の
一部を支援し、若手人材の確保・定着
を図ります。

中小企業による人材確保の
支援

政策６

女性の就労支援

＜茜が丘複合施設＞

2026

取組・事業名

実施

＜商工観光課＞

実施

実施

実施

2025 2027

＜商工観光課＞

　施策１　就業機会の拡大を図ります

就労を希望する女性を対象に、就労セ
ミナーや個別相談等を実施するととも
に、柔軟な働き方を可能とするデジタ
ルマーケティングスキルの習得を支援
します。また、育児等と仕事の両立促
進に向けた啓発等を行います。

2027概　要

ハローワークなどの関係機関と連携し
ながら、雇用情報の収集や就職説明会
・相談会の開催などに取り組み、新卒
者、就職氷河期世代などの就労に向け
た支援を行います。

新卒者・再就職者への就労
支援

中小企業の発展を図るため、実務に必
要な知識や技術技能の習得に向けた訓
練を実施する北はりま職業訓練センタ
ーに対して、運営経費の助成を行いま
す。

＜商工観光課＞

西脇・多可シルバー人材セ
ンターの運営支援

20252024

　施策２　産業人材の確保・育成を支援します

就業を希望する高齢者に軽易な就業の
提供等を行うシルバー人材センターに
対し補助を行うことにより、元気な高
齢者のニーズに応じた就労を支援し、
活力ある地域社会を創出します。

取組・事業名

中小企業の職業訓練の支援

勤労者福祉サービスセンターが会員に
対して行う厚生事業や健康事業等に対
し、経費の一部を補助することによ
り、個々の事業所では実施が難しい福
利厚生事業を支援し、魅力ある職場づ
くりを促進します。

中小企業勤労者福祉の支援

＜商工観光課＞

概　要取組・事業名 2024

　施策３　就労しやすい環境を整えます
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政策１ 健康づくり習慣の定着を進める

政策２ 自然に健康になれる地域づくりを進める

政策３ 生涯学習を充実する

政策４ 文化芸術・スポーツを振興する

政策５ 男女がともに輝く社会を実現する

政策６ 人権文化を創造する

第５章　生涯活躍・共生社会の実現
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＜第５章＞　生涯活躍・共生社会の実現

健康づくり習慣の定着を進める

【総合戦略】

【総合戦略】

＜健幸都市推進課＞

【再掲】

　施策１　健康的な生活習慣の定着を促進します

　施策２　疾病の予防と早期発見を促進します

看護師等の相談員が救急電話相談に対
応し、救急要請の要否や受診可能な医
療機関を案内する救急安心センター事
業（＃７１１９）に参画し、不急の救
急出動の抑制を図ります。

救急電話相談の実施 開始

取組・事業名

高齢者保健事業の推進

フレイル予防に向けた個別
指導等の実施

＜保険医療課・健幸都市推進課＞

＜長寿福祉課＞

概　要

＜健幸都市推進課ほか＞

計画改定

2026

健康寿命の延伸と市民の生活の質の向
上を目指して改定した健康増進計画に
基づいて、健康に関する市民意識の向
上を図り、健康的な生活習慣の定着を
進めます。

健康増進計画の推進

2027概　要

生活習慣病などの早期発見に向け、集
団健診と医療機関での個別検診を実施
します。また、集団健診における託児
サービスやマンモバス検診の同時実施
など、関係機関と連携した受診環境の
向上に向けた取組を進めます。

国民健康保険における特定健診やがん
検診等の受診促進を図るため、受診者
にポイントを付与するとともに、未受
診者に電話勧奨等を行います。また、
特定保健指導対象者に生活改善支援を
実施し、疾病の早期発見・早期治療を
促進します。

政策１

取組・事業名 2024 2025 2026

推進

2024 2025 2027

＜健幸都市推進課＞

町ぐるみ健診の実施

国民健康保険特定健診・特
定保健指導実施率向上対策

検診受診歴などから対象者を抽出し、
重点的に受診勧奨を行うことで、がん
の早期発見及び早期治療につなげま
す。

がん検診受診勧奨の推進

がん検診等の助成

＜健幸都市推進課＞

＜健幸都市推進課＞

実施
ポイント事業対象
拡大（若年層・が
ん検診受診者へ対
象拡大）

実施

実施

医療・介護・健診等の情報から高齢者
の健康課題を抽出し、適切な医療や介
護サービスへつなぐとともに、市民主
体の通いの場において、高齢者の健康
意識を醸成し、フレイルや疾病重症化
の予防を図ります。

実施

＜健幸都市推進課・保険医療課＞

実施

実施

がんの早期発見・早期治療に向け、特
定年齢におけるがん検診・肝炎ウイル
ス検診を無料で受けられるよう助成し
ます。

フレイル状態にある高齢者に対し、看
護師や理学療法士が訪問し、介護予防
に関する情報提供や運動指導を実施し
ます。また、必要に応じて健幸運動教
室等へとつなぎます。
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【総合戦略】

取組・事業名

食育の推進

　施策３　食を通じた健康づくりを促進します

　施策４　メンタルヘルスの向上を進めます

＜健幸都市推進課＞

＜健幸都市推進課＞

概　要

＜健幸都市推進課＞

実施

健康増進計画に基づき、食に関する正
しい知識や習慣の定着を進めるため、
住民団体や観光物産協会等と連携し、
各種講座、にしわき健幸メニューキャ
ンペーン等を実施します。

＜健幸都市推進課ほか＞

2025

実施
乳幼児法定外予防接種への
助成

推進

2025

実施

2024

実施・見直し

2026取組・事業名

食の介護予防サポーターに
よる啓発の実施

高齢者の食のフレイル予防について、
介護予防サポーターと連携し、低栄養
にならないための知識や習慣の定着に
ついて啓発します。

2024

後期高齢者の歯科口腔健診
の実施

2027

20272026

＜健幸都市推進課＞

【再掲】

自殺対策計画の策定・推進

乳幼児を対象に法定外予防接種の助成
券を交付し、感染症予防の推進と経済
的な負担の軽減を図ります。

＜健幸都市推進課＞

新型コロナワクチン接種の
推進

取組・事業名 概　要

予防接種による感染症対策
の推進

定期接種・
有償化

誰も自殺に追い込まれることのない社
会の実現を目指す自殺対策計画に基づ
き、こころの健康づくりの推進やゲー
トキーパーの育成に取り組むなど、総
合的な自殺対策を推進します。

＜健幸都市推進課＞

2024

各種予防接種を実施するとともに、各
種ワクチンの接種希望者に対し接種費
用を助成することで、感染症対策を推
進します。

2026

新型コロナワクチンの接種体制を整備
し、市民へのワクチン接種を進めるこ
とで、感染の予防や重症化予防を図り
ます。

20272025

実施
経過措置の実施
帯状疱疹ワクチン
定期接種化

計画策定

＜健幸都市推進課＞

骨髄等移植の促進

自己負担額の見
直し

高齢者の口腔機能の低下や誤嚥性肺炎
等の疾病予防のため、歯科口腔健診を
無料で実施し、健康増進や介護予防等
を図ります。

白血病等の血液疾患の治療環境の向上
に向けて、骨髄移植や骨髄バンク等の
周知・普及に努めるとともに、骨髄等
を提供するドナーに助成し、心理的・
経済的な負担の軽減を図ります。

助成制度の
創設

実施

概　要
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＜第５章＞　生涯活躍・共生社会の実現

自然に健康になれる地域づくりを進める

【総合戦略】

【総合戦略】

【総合戦略】

＜中央公民館＞

生涯にわたって主体的に学び、心豊か
に暮らせるよう、おおむね60歳以上の
高齢者を対象に、多様な教養・趣味講
座等の学習機会を提供する西脇シニア
カレッジを開講します。

シニアカレッジの開講 実施

　施策１　地域主体の健康づくりを推進します

　施策２　高齢者の社会参加を促進します

　施策３　健康づくりの支援環境を整えます

概　要

拡大実施
成果検証

20262024

2026

推進

2025

見直し

就業を希望する高齢者に軽易な就業の
提供等を行うシルバー人材センターに
対し補助を行うことにより、元気な高
齢者のニーズに応じた就労を支援し、
活力ある地域社会を創出します。

2024

実施

実施

2024

2025

介護予防いきいきサロンやおりひめ体
操自主グループ、元気応援カフェの活
動支援に加えて、新たに生涯学習講座
などを「広義の通いの場」と位置付
け、地域における介護予防「通いの
場」の拡充を図ります。

＜健幸都市推進課＞

健幸都市・にしわきの推進

西脇・多可シルバー人材セ
ンターの運営支援

拡大実施

2026

地域での介護予防活動の支
援

健康や運動に関する正しい知識を身近
な人へ口コミで広げ、市全体に健康づ
くりの輪を広げていくため、健幸アン
バサダーを養成します。

2027

老人クラブ連合会や単位老人クラブに
運営費や活動費を助成することで、高
齢者が地域社会の一員として活躍する
とともに、レクリエーション等の活動
を通じて交流を深め、豊かな暮らしに
つなげます。

概　要 2027

見直し

＜健幸都市推進課＞

2027概　要

【再掲】

健幸運動教室の実施

＜健幸都市推進課＞

＜健幸都市推進課ほか＞

取組・事業名

取組・事業名

老人クラブ活動の支援

＜商工観光課＞

取組・事業名

政策２

健幸アンバサダーの育成

2025

健康寿命の延伸を目指して、生活習慣
病やフレイル予防に効果的な個別処方
型の健幸運動教室を開催します。

実施

＜長寿福祉課＞

実施

誰もがおのずと健やかで笑顔になれる
まち「健幸都市・にしわき」の実現に
向けて、保健事業を中心に関係団体等
と連携しながら様々な施策の展開を図
ります。
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2027

＜健幸都市推進課＞

医師会と連携した啓発・保健事業や重
症化予防対策、歯科医師会と連携した
歯科保健事業、薬剤師会と連携した服
薬指導など、関係機関と連携した健康
づくりを推進します。

医師会・歯科医師会・薬剤
師会等との連携の推進 実施

＜健幸都市推進課ほか＞

取組・事業名 概　要

＜はぴいくサポートセンター＞

2024 2025 2026

拡大実施 拡大実施
成果検証

日々の歩行や健康講座への参加等の取
組に対して、ＩＣＴを活用したポイン
トを付与し、楽しみながら健康づくり
に取り組める環境を整え、健康意識の
高揚と市民の主体的な健康づくり活動
を推進します。

見直し

妊産婦・子育て中の女性の
ための健康づくりの推進

健幸ポイント事業の実施

【再掲】
国や大学と連携したオンライン・対面
併用型運動教室を実施し、妊産婦や子
育て中の女性の健康増進と交流促進を
図ります。

実施
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＜第５章＞　生涯活躍・共生社会の実現

生涯学習を充実する

【総合戦略】

【総合戦略】

【総合戦略】

【再掲】

実施
地域コーディネー
ターの配置

学校支援ボランティアの登録、学校と
のマッチングなどを行い、地域全体で
子どもたちの成長を支える地域学校協
働本部事業を推進します。

地域学校協働本部事業の実
施

生涯にわたって主体的に学び、心豊か
に暮らせるよう、おおむね60歳以上の
高齢者を対象に、多様な教養・趣味講
座等の学習機会を提供する西脇シニア
カレッジを開講します。

シニアカレッジの開講 実施

＜中央公民館＞

　施策１　生涯学習事業を行います

　施策２　生涯学習の推進体制を確立します

　施策３　図書館サービスを充実します

＜生涯学習課＞

実施

概　要

生活文化総合センターの充
実

公民館講座の運営・実施

20262025

取組・事業名

一部の定期講座・教養講座の市民主導
の運営への移行を踏まえ、地域で活躍
する多様な人材育成等に資する公民館
講座を実施します。

2024

2024

取組・事業名

実施

概　要

2027

概　要

2026 20272025

2026

2024

＜図書館・学校教育課＞

実施

市民サロンや学習ルーム、こどもプラ
ザサテライト施設等を備える生活文化
総合センターについて、生涯学習、多
世代交流、市民交流の拠点としての活
用を図ります。

利用者数の増加を踏まえ、蔵書数を増
加させるとともに、ボランティアグル
ープと連携したイベント等の開催や、
図書への関心を高める図書館づくりを
進めます。

取組・事業名

子どもの読書活動推進計画に基づいて
読書習慣の定着を目指すとともに、ブ
ックスタート事業や朝読、家読の推
進、学校園と連携した図書の団体貸出
等の推進などの読書活動の支援を行い
ます。

計画改定

図書館機能の強化

実施

20272025

＜図書館＞

【再掲】

子どもの読書活動の推進

政策３

＜生活文化総合センター＞

【再掲】

＜中央公民館＞
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＜第５章＞　生涯活躍・共生社会の実現

文化芸術・スポーツを振興する

【総合戦略】

【総合戦略】

【総合戦略】

　施策１　文化芸術活動を支援します

　施策２　スポーツ活動を支援します

　施策３　文化・スポーツを支える環境を整備します

＜生涯学習課＞

西脇市文化・スポーツ振興財団が開催
する岡之山美術館企画展の開催を支援
します。

文化振興の拠点の一つとなる音楽ホー
ル等について、指定管理者である西脇
市文化・スポーツ振興財団と連携し、
運営を行います。

推進

＜生涯学習課＞

概　要 20262025

文化振興事業の実施・支援

文化活動を行う団体が加盟する西脇市
文化連盟の活動を支援するとともに、
文化連盟等と連携して、市美術展、子
ども芸術祭等を開催するなど、文化意
識の高揚を図ります。

2026

黒田庄体育セン
ター修繕、天神池
スポーツセンター
温水プール改修

2025

生涯スポーツ振興の拠点となる体育施
設について、計画的な改修・修繕を行
うとともに、天神池スポーツセンター
について、指定管理者制度を活用した
運営を行います。

2024

休日の実証事業
の実施

＜生涯学習課＞

2027

2027

2027

概　要 2026

実施
財団との連携
アートサポーター
活動の支援

取組・事業名 2025

体育施設等の管理運営

政策４

2024

＜生涯学習課＞

生涯スポーツ振興活動の支
援

企画展の開催支援
サムホール大賞展
開催

実施

実施

岡之山美術館企画展の開催
支援

＜生涯学習課＞

文化施設等の管理運営

実施

子どもたちが将来にわたってスポーツ
や文化芸術活動に親しむことができる
環境を確保するため、市基本方針に基
づいて学校部活動の地域展開を推進し
ます。

競技スポーツの指導や生涯スポーツを
通じた健康づくりの推進などに取り組
む西脇市スポーツ協会やスポーツ推進
委員などの活動を支援し、生涯スポー
ツの振興を図ります。

検討・基本
方針の策定

概　要 2024

駅伝のまちとしての特色を生かし、多
可町とともに新人高校駅伝競走大会の
開催を支援することにより、スポーツ
による交流と地域活性化を図ります。

取組・事業名

学校部活動の地域展開の推
進

広域定住自立圏を形成する３市１町で
共同して開催するグラウンドゴルフ大
会やスポーツ教室などを通じて、圏域
におけるスポーツの振興、住民交流及
び健康増進を図ります。

＜生涯学習課＞

西脇多可新人高校駅伝競走
大会の開催

広域連携によるスポーツ振
興

＜生涯学習課＞

【再掲】

取組・事業名

＜生涯学習課・学校教育課＞
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県指定文化財の保存改修の
支援 事前手続

の実施
修繕前調査の助
成

2024 2025 2026 2027

　施策４　文化財の保存・活用を推進します

＜生涯学習課＞

取組・事業名 概　要

県指定文化財である荘厳寺多宝塔の保
存改修に必要な経費の一部について、
県と協調して助成します。

市民が日常的に訪れたくなる「交流の
場」として、健康・地域・観光を軸と
した交流機能を有する市民交流施設
を、指定管理者と連携して運営しま
す。

2025

市民交流施設の管理運営 実施

市内の文化財の調査を行うとともに、
適切な保存を進め、教育資料等として
の活用を図ります。

＜生活文化総合センター＞

2027

＜教育総務課＞

取組・事業名 概　要 20262024

実施高松地区等
における調
査の実施

西脇小学校歴史的建造物の
保存活用

国の重要文化財である西脇小学校木造
校舎の保存活用計画に基づいて、現役
小学校としての利用と重要文化財とし
ての保護・活用の両立を目指した取組
を進めます。

＜生活文化総合センター＞

実施

文化財等の調査・活用

市出身の美術家横尾忠則氏の作品展示
と文化芸術の振興を目指す岡之山美術
館の機能向上を図るため、運営主体で
ある西脇市文化・スポーツ振興財団に
対し、改修費等の支援を行います。

岡之山美術館の機能向上
協議・検討

＜生涯学習課＞
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＜第５章＞　生涯活躍・共生社会の実現

男女がともに輝く社会を実現する

【総合戦略】

【総合戦略】

＜はぴいくサポートセンター＞

取組・事業名

性別にとらわれず、誰もが社会のあら
ゆる分野に参画し、互いに人権を尊重
し合い、一人ひとりの個性と能力が十
分に発揮できる地域社会の実現を目指
して、男女共同参画基本プランに基づ
く取組を推進するとともに、社会情勢
の変化を踏まえたプラン改定を進めま
す。

2025

2025

計画策定

ＤＶの防止と被害者支援対策を定める
配偶者等暴力（ＤＶ）対策基本計画を
推進します。また、当該計画と、困難
な問題を抱える女性への支援基本計画
の一体的な策定に向けた取組を進めま
す。

配偶者等暴力（ＤＶ）対策
基本計画等の策定 推進

実態把握の実施

20252024

2024

女性の就労支援

取組・事業名

【再掲】

　施策２　女性が活躍できる就業環境を整えます

2027

一人ひとりがいきいきと活躍できる男
女共同参画社会を目指し、女性リーダ
ー養成講座や男性の家事・育児等への
参画を促進するイベント等を開催する
とともに、自治会や事業所への働きか
けや啓発を行います。

20272024

男女共同参画基本プランの
推進・改定

＜茜が丘複合施設＞

取組・事業名

事業所等における女性活躍推進に向
け、県及び関係機関と連携し、女性活
躍推進企業認定制度等の啓発及び認定
に向けた支援に取り組みます。

推進
現状調査の実施

2026

計画改定

　施策３　男女共同参画の推進体制を整えます

　施策４　ＤＶ等の困難な問題を抱える女性を支援します

2024

女性リーダー養成
講座、セミナー等
の実施（託児サー
ビスの提供）

取組・事業名

2026

実施

2026

実施

　施策１　性別による固定的な役割分担意識を解消します

女性活躍推進企業認定制度
の活用促進

政策５

＜茜が丘複合施設＞

概　要

女性の起業支援

男女共同参画の推進

概　要

＜茜が丘複合施設＞

概　要

配偶者暴力相談支援センターにおい
て、ドメスティック・バイオレンスな
どの被害者からの相談や保護、自立の
ための支援などを行います。

＜はぴいくサポートセンター＞

ＤＶ相談・支援の実施

2025

センター
設置

実施

＜茜が丘複合施設＞

就労を希望する女性を対象に、就労セ
ミナーや個別相談等を実施するととも
に、柔軟な働き方を可能とするデジタ
ルマーケティングスキルの習得を支援
します。また、育児等と仕事の両立促
進に向けた啓発等を行います。

概　要

2027

2027

実施

起業を目指す女性を対象に、起業セミ
ナー等を開催するとともに、円滑な起
業の実現に向け、起業希望者に対する
伴走型の支援を行います。

＜茜が丘複合施設＞

2026
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＜第５章＞　生涯活躍・共生社会の実現

人権文化を創造する

【総合戦略】

＜人権教育課＞

政策６

2024

＜人権室ほか＞

子どもたちの人権意識の高揚を図ると
ともに、地域との交流を通じて郷土へ
の愛着や関心を高めていくため、参加
体験型の活動や地域活動等を行いま
す。

ジュニアじんけん教室の実
施 実施

同性カップルなどが抱える日常生活の
問題や不安の解消を目的とした県パー
トナーシップ制度と協調し、同制度の
趣旨を踏まえた支援を推進します。

パートナーシップ制度の推
進

県パートナー
シップ制度創
設

実施

　施策２　身近な人権の理解を広げます

取組・事業名 概　要 2024 2025 2026 2027

　施策３　隣保館活動を充実します

　施策４　多文化共生と平和の意識を高めます

取組・事業名 2024

2027概　要

地域に密着した人権啓発活動の拠点及
びコミュニティセンターとして、隣保
館活動の充実を図るとともに、耐震診
断の結果を踏まえて、今後の施設整備
について検討を行います。

実施

2024 2027

2025

2026

体験・交流事業や人権講演会などの実
施を通じ、多文化共生意識の醸成を図
ります。また、学校教育での平和教育
の推進や平和展の開催等により、平和
意識の醸成を図ります。

実施
多文化共生と平和意識の醸
成

＜人権教育課・学校教育課・まちづくり課＞

概　要

＜人権室＞

2026

実施
今後の施設整備に
係る検討

2027

2026

隣保館活動の充実

概　要 2025

多様化する様々な人権課題に対応し、
人権が尊重される社会づくりを目指す
ため、人権教育及び啓発に関する総合
推進指針に基づく各種人権施策を推進
します。

取組・事業名

取組・事業名

人権教育協議会や関係機関などと連携
し、「人権文化をすすめる市民運動」
等を通じて、人権意識の高揚と人権文
化の創造を図ります。

人権教育・啓発に関する指
針に基づく人権施策の推進

　施策１　人権文化をすすめる市民運動を推進します

推進

2025

人権教育及び人権啓発の推
進

＜人権教育課＞

＜人権室＞
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政策１ 参画と協働のまちづくりを進める

政策２ 持続可能なコミュニティをつくる

政策３ 開かれた市政を行う

政策４ 西脇への関心を高める

第６章　多様な主体による地域自治の確立
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＜第６章＞　多様な主体による地域自治の確立

参画と協働のまちづくりを進める

　施策３　選挙制度への理解と関心を高めます

2024 2025

市長・市議会議員
選挙
参議院議員選挙

取組・事業名

＜はぴいくサポートセンターほか＞

＜経営戦略課ほか＞

【再掲】 子どもたちの考えや意見を表明する機
会として西脇こども会議を開催し、施
策への反映に努めるとともに、子ども
たちの主体的な社会参加を促進しま
す。

西脇こども会議の開催 実施

総合計画の進捗状況等の把握や分野別
計画の策定に当たり、まちづくり市民
アンケートその他調査を実施し、市民
の意向や生活状況の把握に努めます。

市政運営に係るアンケート
調査等の実施

まちづくり市民ア
ンケートの実施
ほか

政策１

取組・事業名 2024 2025 2026 2027概　要

　施策１　参画と協働の意識を高めます

2026 2027概　要 2024

2026 2027概　要

小学生・中学生、新有権者などを対象
とした啓発冊子を配布するとともに、
ワークショップの開催や主権者教育に
係る出前講座などを実施します。

公職選挙法等に基づいて、公明かつ適
正に選挙を執行するとともに、不正の
ない明るい選挙の推進、投票への参加
呼びかけなどの選挙啓発に取り組みま
す。

推進

＜選挙管理委員会事務局＞

社会の変化を踏まえて改定した参画と
協働のまちづくりガイドラインに基づ
いて、まちづくりにおける市民の参画
と協働を推進します。

＜まちづくり課ほか＞

実施

ガイドラ
イン改定

選挙の執行

＜選挙管理委員会事務局＞

推進

主権者教育の推進

本市におけるまちづくりの理念や行政
運営の基本原則を定めた自治基本条例
を推進するとともに、当該条例等の進
行管理を行う審議会等を運営します。

自治基本条例の適正な運用

取組・事業名

　施策２　市政への市民参画の機会を充実します

2025

＜まちづくり課ほか＞

参画と協働のまちづくりガ
イドラインの推進
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＜第６章＞　多様な主体による地域自治の確立

持続可能なコミュニティをつくる

【総合戦略】

【総合戦略】

【総合戦略】

＜国県事業推進室＞

比延地区でのバス停付近の道路空間を
活用した移動販売車の実証実験を行
い、道路上での物品販売の安全性等の
検証・研究を行います。

道路空間を活用した生活支
援の研究

国支援の採
択、事前調
査・検討

実証実験の実施

　施策１　地区からのまちづくりを推進します

　施策２　公益的な市民活動を支援します

　施策３　持続的なまちづくり活動を促進します

実施

2026 2027概　要

地域活動の拠点となるコミュニティセ
ンターについて、耐震診断の結果等を
踏まえ、今後の施設整備等の検討を行
います。

コミュニティセンターの機
能強化

地域自治一
括交付金の
拡充

検討・実施

持続可能なまちづくりを推進するた
め、地域課題の解決に取り組む市民や
団体及び地域自治協議会等の地縁団体
に対する運営支援を行うなど、活動に
応じた支援を行います。

市民活動支援の推進

2025 2026

取組・事業名 2026

2027概　要

20252024 2027

2024

＜まちづくり課＞

＜まちづくり課＞

＜まちづくり課＞

実施

取組・事業名

各地区の特色や資源等を生かした事業
や地区の活性化に向けた取組など、地
区住民が主体となった様々な事業を支
援します。

地区まちづくり実践事業の
支援

概　要

事業支援
地区計画の改定
支援

2025

政策２

地域自治協議会等の設立・
運営支援

人口減少に対応する持続可能な地域づ
くりを実現し、参画と協働のまちづく
りを推進するため、地域自治協議会の
設立・運営や地域課題解決に向けた主
体的な活動を支援します。

2024

市民提案型まちづくり事業
の支援 実施

持続可能な
生活圏形成
支援事業の
実施

＜まちづくり課＞

＜まちづくり課＞

取組・事業名

まちの魅力の向上又は社会的課題の解
決に資する公益的な事業を実施しよう
とする市民活動団体に対し、まちづく
り推進審議会の審査部会による審査を
経て、活動経費の一部を助成します。
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＜第６章＞　多様な主体による地域自治の確立

開かれた市政を行う

　施策１　広報活動を推進します

2026 20272025

2026 2027概　要

広報紙の発行やホームページ掲載情報
の充実を図るとともに、ＳＮＳの活用
や積極的なプレスリリースを通じて、
市政情報の発信を充実します。

実施

2025

実施

政策３

取組・事業名 2024

市政情報発信の充実

概　要

市が保有する統計情報や環境・安全安
心など、暮らしに関わる情報などのオ
ープンデータ化を推進し、その２次利
用が進むことで、市民や事業者の利便
性の向上を図ります。

オープンデータ
化の検討・実施

経済センサス
活動調査

国勢調査

取組・事業名

取組・事業名 2024

実施

2027概　要

＜秘書広報課・まちづくり課ほか＞

市民からの要望や意見に対して適切に
回答対応するとともに、様々な機会を
通じて把握した市民の意見やニーズに
ついて、市政運営への反映に努めま
す。

広聴活動の推進

2026

＜総務課＞

就業状況基本調
査

2024 2025

＜情報推進課＞

国や地方自治体が様々な行政施策を検
討・実行する上で、基礎的な資料とな
る各種統計調査について、適切に実施
するとともに、調査結果について国等
を通じて広く公開します。

各種統計調査の実施・公表
経済センサ
ス基礎調査
・農林業セ
ンサスほか

市が保有している情報について、情報
公開請求に応じて公開するとともに、
市からの積極的な情報提供の充実を図
り、市政情報の共有を進めます。

＜情報推進課＞

情報公開制度の適正な運用

　施策３　行政情報の公開を推進します

＜秘書広報課ほか＞

　施策２　広聴活動を推進します

＜情報推進課ほか＞

行政情報のオープン化の推
進

システム構
築

提供情報の追加

様々な情報をデジタル地図上に表示で
きる公開型ＧＩＳ（地理情報システ
ム）を活用し、防災情報や公共施設情
報などの行政情報を公開します。

公開型ＧＩＳを活用した情
報提供
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＜第６章＞　多様な主体による地域自治の確立

西脇への関心を高める

【総合戦略】

【総合戦略】

【総合戦略】

　施策１　西脇プライドを醸成します

取組・事業名

2027

政策４

　施策２　良好な都市イメージを発信します

2027

良好な都市イメージの発信

＜建築住宅課・秘書広報課＞

本市の特色や魅力を再発見・創造する
契機となる映像等を制作し、多様な世
代を対象に、ＳＮＳなどを活用して発
信します。

西脇プライドの醸成

取組・事業名

概　要 20262025

＜政策推進課・秘書広報課ほか＞

2024

動画を活用した情報発信

概　要 2025

実施

実施

＜秘書広報課＞

2025 2026

市制20周年を迎えるに当たり、記念式
典の開催のほか、様々な記念事業を展
開することで、ふるさとへの愛着・誇
りの醸成と地域の魅力向上を図りま
す。

市制20周年記念事業の展開

2024

イベント等における市民の活躍や特色
ある市の政策・施策等の動画を制作・
公開し、ＳＮＳをはじめとする各種媒
体を効果的に活用しながら情報発信を
進めます。

高校生が取り組む地域振興や地域貢献
に関する活動、総合的な探求学習など
を支援することにより、活力ある地域
社会の実現を促進するとともに、将来
を担う人材の育成を図ります。

高校生による地域活動の支
援

概　要

少子高齢化や人口減少等に伴う地域課
題に対応していくため、大学の専門的
な知見の活用や大学生などの若者との
連携により、地域活性化を図ります。

2027

連携授業の実施

＜経営戦略課ほか＞

＜経営戦略課ほか＞

官学連携の推進

実施

＜秘書広報課＞

連携パート
ナー募集ほ
か

記念式典、記念事
業の実施

実施

定住促進サイトやＳＮＳを活用した本
市の魅力発信を通じて、都市イメージ
や認知度の向上を図ります。

　施策３　高校・大学との連携を推進します

2026

取組・事業名 2024
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政策１ 行政資源の有効活用を図る

政策２ 持続可能な財政運営を行う

政策３ 機能的な組織運営を行う

政策４ 行政事務を適正に執行する

政策５ 分かりやすく利便性の高い窓口業務を行う

第７章　戦略的で持続可能な行政経営の推進
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＜第７章＞　戦略的で持続可能な行政経営の推進

行政資源の有効活用を図る

【総合戦略】

　施策１　効果的・効率的な行政経営を推進します

　施策２　自治体ＤＸを推進します

　施策３　広域的な連携を推進します

政策１

取組・事業名 2024 2025 2026 2027概　要

市の最上位計画として本市の将来像、
まちづくりの方向性を示す第２次総合
計画に基づいて、人口減少や少子高齢
化に対応した持続可能なまちづくりを
進めます。

第２次総合計画の推進 後期基本
計画の策
定

推進
市民アンケート
の実施

＜経営戦略課＞

推進
関連交付金の活
用

人口減少を克服し、将来にわたって持
続可能なまちづくりを実現するため、
関連交付金も活用しながらまち・ひと
・しごと創生総合戦略を推進します。

地方創生の推進 総合戦略の
策定

取組・事業名 2024 2025 2026 2027

20272026概　要

概　要

取組・事業名 2024 2025

ＳＤＧｓ未来都市の選定を受けて策定
したＳＤＧｓ未来都市計画に基づき、
本市におけるＳＤＧｓの達成と持続可
能なまちを目指して、経済・社会・環
境が調和した取組を推進します。

ＳＤＧｓ未来都市計画の推
進 推進

北播磨広域定住自立圏構想
の推進

＜政策推進課＞

推進
ビジョン改定

自治体の枠組みを越えた生活機能の確
保・充実と効果的な役割分担を目指す
北はりま定住自立圏共生ビジョンを多
可町と連携して推進するとともに、ビ
ジョンの改定を進めます。

北はりま定住自立圏構想の
推進

ビジョン
改定

加西市、加東市、多可町と形成する北
播磨広域定住自立圏について、自治体
間連携を強化しながら、共生ビジョン
に定める事業を推進します。

推進

＜情報推進課ほか＞

書かない窓口での
活用、オンライン
決済が可能な電子
申請の推進

行政システムのクラウド化を推進する
ことで、行政事務の共通化や危機管理
体制の向上を図るとともに、ＧＩＳ
（地理情報システム）を整備し、各課
が保有する行政情報を集約・公開する
ことで、市民サービスの向上を図りま
す。

基幹業務システム
の標準化に係るシ
ステム移行

書かない窓口での活用等を通じて、ス
マート自治体の基盤となるマイナンバ
ーカードの普及・活用推進を図りま
す。

マイナンバーカードの普及
・活用推進

情報基盤の整備・推進 ＧＩＳの
整備

＜経営戦略課＞

＜政策推進課＞

＜政策推進課＞

＜情報推進課ほか＞

＜情報推進課＞

ＲＰＡや音声文字起こしシステムなど
を活用して定型作業の効率化を図ると
ともに、文章の作成やアイデア創出な
ど、生成ＡＩを活用した非定型作業の
生産性向上を図ります。

自治体ＤＸの推進 ＲＰＡ、ＢＰＲ、
ＡＩ－ＯＣＲ、生
成ＡＩ等の活用
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＜第７章＞　戦略的で持続可能な行政経営の推進

持続可能な財政運営を行う

　施策１　健全な財政運営を行います

　施策２　税収を確保します

　施策３　有利な財源を獲得・活用します

実施

＜税務課＞

企業版ふるさと納税による
寄附の促進 特例措置

の延長

路線価等の見直し

概　要

実施

行政運営の基礎的な財源となる地方税
について、適正公平に賦課を行い、徴
収するために、地方税制改正に対して
適切に対応します。

地方税制改正への対応

魅力ある事業の提案など民間事業者へ
の働きかけ強化を通じて企業版ふるさ
と納税の寄附受入れを促進し、財源確
保とともに官民連携の推進を図りま
す。

給与所得控除・特
定扶養控除の見直
し

＜政策推進課ほか＞

＜税務課＞

＜固定資産評価審査委員会＞

固定資産の評価替に向け、的確な課税
客体の把握と適正な評価を行うため、
資料の作成や土地価格の鑑定を行いま
す。

評価替の実
施

2027

取組・事業名 2024 2025 2026 2027概　要

航空写真撮影、標
準宅地鑑定ほか

地方自治法の規定に基づいて、固定資
産課税台帳に登録された価格に関し、
不服の審査及び決定その他の事務を中
立的、専門的な立場から推進します。

2024

ふるさと寄附の特典を充実させるとと
もに、ＰＲ等を強化することにより、
より一層のふるさと寄附の受入れを促
進し、財源確保と地域経済の振興を図
ります。

2025取組・事業名

固定資産の評価替の実施

固定資産評価審査委員会事
務の推進

20252024 2026

推進

推進

実施

行政改革大綱に基づき、行政評価等に
より事務事業を見直すとともに、参画
と協働によるまちづくりを展開し、持
続可能な財政運営を行います。

＜財政課＞

政策２

概　要

水道・下水道事業経営戦略、市立西脇
病院経営基本計画に基づき、コストの
削減と経営の効率化に努め、経営の健
全化を推進します。

水道・下水道・病院事業で
の経営健全化の推進

＜経営管理課ほか＞

取組・事業名

滞納整理等に係る知見を有する専門家
をアドバイザーとして受け入れ、職員
の徴収ノウハウ等の向上を図るととも
に、関係課とも共有することで、未収
金の回収を強化します。

未収金対策の強化・推進

20272026

ふるさと寄附の促進 実施

＜商工観光課＞

＜税務課ほか＞

行政改革大綱の推進
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【総合戦略】　施策４　公共施設マネジメントを推進します

概　要 2024 2025 2026 2027

2026 2027

＜契約課ほか＞

公共施設の総合的なマネジ
メントの推進

取組・事業名

推進
関連交付金の活
用

総合戦略の
策定

人口減少を克服し、将来にわたって持
続可能なまちづくりを実現するため、
関連交付金も活用しながらまち・ひと
・しごと創生総合戦略を推進します。

取組・事業名

実施

概　要 2025

＜土地利用推進室ほか＞

＜建築住宅課＞

公共施設等の全体状況を把握し、更
新、統廃合、長寿命化等の計画的な推
進を定める公共施設等総合管理計画に
基づき、財政負担の軽減・平準化や公
共施設等の最適な配置など総合的なマ
ネジメントを推進します。

跡地への企業誘
致等
活用計画の策定

ユニバーサルデザインの理念を踏まえ
た環境整備とともに、子育て関係の窓
口業務の集約化や分かりやすい案内サ
インの設置、総合案内等の配置など来
庁者目線での利便性向上を図ります。

利用者に配慮した庁舎環境
整備 実施

旧庁舎等跡地の有効活用に向けて、企
業誘致等を進めます。旧庁舎等の跡地活用の推進

2024

【再掲】

＜経営戦略課＞

地方創生の推進
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＜第７章＞　戦略的で持続可能な行政経営の推進

機能的な組織運営を行う

＜総務課＞

　施策１　機能的な組織を確立します

　施策３　働きやすい職場環境を整えます

2026

取組・事業名

政策３

取組・事業名 概　要

年次有給休暇の取得率の向
上

定員適正化の推進により想定以上に職
員が減少した現状や定年引上げなどの
法改正を踏まえ、定員管理計画を見直
し、適正な定員の管理を図ります。ま
た、社会人経験者や専門的な技術を有
する者など、人材登用の多様化を図り
ます。

2024

概　要

実施

年次有給休暇の計画的取得や連続取得
を奨励し、職員のワーク・ライフ・バ
ランスの充実を図ります。

2027

2027

＜総務課＞

実施
定員管理計画の
見直し

2025

職員の適正な定員管理の実
施

障害のある人の自立・社会参加を促進
するため、就労意欲のある人につい
て、市での雇用を進めます。

会計年度任用職員制度の活
用 勤勉手当の

支給開始

実施

人口減少社会の中、行政サービスの維
持を図るとともに、各分野の業務経験
を市施策の推進に生かすため、会計年
度任用職員制度の活用を推進します。

取組・事業名 2025 2026

＜総務課＞

実施人事管理制度の推進

2026

実施

2025

エントリー研修等自己啓発
の支援

＜総務課＞

意欲ある職員の養成と資質の向上を図
るため、自ら志願する職員を対象とし
た研修を実施します。また、住民福祉
の向上に寄与する資格取得等に係る受
験料を助成します。

＜総務課＞

障害者雇用の推進

＜総務課＞

2024

職務の遂行能力と業績を考慮した人事
評価制度を実施します。また、チャレ
ンジする職員が報われる戦略的・総合
的な人事システムの構築を進めます。

2027概　要

　施策２　組織を支える人材を育成します

エントリー研修の
実施
資格取得等の助成

2024
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＜第７章＞　戦略的で持続可能な行政経営の推進

行政事務を適正に執行する

　施策５　公平審査事務を行います

政策４

　施策４　監査業務を行います

監査委員による監査、検査及び審査事
務を行うことにより、行財政運営の適
正性や効率性を確保し、業務改善につ
なげます。

効果的な監査業務の推進

2027

概　要

取組・事業名

＜会計課＞

実施
電子入札の推進

概　要

2025

個人情報の保護に関する法律等に基づ
き、適正に個人情報を取り扱うととも
に、個人情報の漏えいを防ぐため、情
報システムやネットワーク等の技術的
な強化と職員の意識向上等の体制面の
強化を図ります。

概　要

公平、公正で透明性を確保するととも
に、地域経済の活性化のため市内業者
に配慮しつつ、競争性の高い入札や契
約業務を行います。また、工事検査を
適正かつ効率的に行います。

　施策１　行政情報の適切な管理を行います

　施策２　公正で透明性の高い契約事務を行います

取組・事業名 2024 2025 2026

適正な契約事務の推進

取組・事業名 2024

＜総務課＞

取組・事業名

市民の財産である公金について、安全
かつ確実な管理運用を行うとともに、
職員への会計知識の普及などを図りな
がら、出納事務を適正に執行します。

　施策３　適正な会計処理を行います

＜契約課・会計課＞

実施

2024

概　要

2024

2025

実施

実施

2024 2026

2025 2026 2027

2026

2025

2027

2027

適正な会計処理の推進

＜公平委員会事務局＞

＜監査事務局＞

地方公務員法の規定に基づいて、職員
からの不利益処分についての審査請
求、勤務条件に関する措置の要求等に
対する事務を公平・中立な立場から推
進します。

公平・中立な公平審査事務
の推進

取組・事業名

2026

2027

概　要

個人情報等の適正管理の推
進 実施
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＜第７章＞　戦略的で持続可能な行政経営の推進

分かりやすく利便性の高い窓口業務を行う

＜情報推進課・戸籍住民課ほか＞

ＩＣＴを活用した申請支援サービス
「書かない窓口」により、窓口サービ
スの利便性の向上と事務処理の効率化
を図ります。

ＩＣＴを活用した窓口サー
ビスの推進

2025 2026 2027

実施

2026

　施策２　窓口サービスのデジタル活用を推進します

　施策３　安心できる相談業務を行います

2024

政策５

2027概　要 2024 2025

　施策１　窓口サービスを充実します

実施
書かない窓口の提
供サービス拡大の
検討

＜防災安全課ほか＞

概　要

取組・事業名 概　要

2024 2025 2026

実施

2027

実施

取組・事業名

法律相談や消費生活相談などの各種相
談窓口の周知啓発を行うとともに、プ
ライバシーが守られる相談環境を確保
します。

相談業務の充実

マイナンバーカードを利用して、全国
のコンビニエンスストア等で住民票の
写し、印鑑登録証明書等を取得できる
コンビニ交付サービスを運用し、利便
性の向上を図ります。

証明書のコンビニ交付の推
進

証明書発行コーナーや亡くなられた際
の手続を一元化する「おくやみコーナ
ー」を開設するとともに、子ども連れ
の家族等を優先する「こどもファスト
・トラック優先窓口」を設置し、利便
性の向上を図ります。

＜戸籍住民課・税務課＞

取組・事業名

窓口業務の充実

＜戸籍住民課ほか＞
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第７次西脇市総合計画・行動計画 
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